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平成２２年３月 

本庄市 

～安心して子どもを生み育てることができる 
子育て支援社会づくりをめざして 



 

 

ご あ い さ つ 

国では、急速な少子化に歯止めをかけるため、平成 

１５年「次世代育成支援対策推進法」を制定し、総合 

的で計画的な子育て支援対策を実施するための行動計 

画の策定を義務づけ、本市におきましても平成１７年 

に前期計画を策定し、計画的に施策を推進してまいり 

ました。 

しかし、全国的にも依然として少子化は好転しないまま、平成２０年度の米

国に端を発した世界同時不況なども起こり、子育ての環境は厳しさを増す状況

となっています。また、子育て中の家庭においては、育児能力の低下や育児に

対する不安・悩みなどから、児童虐待や育児放棄などが大きな社会問題となっ

ています。 

将来を担う大切な宝であり、無限の可能性を持つ子どもたちを守り、健やか

に育んでいくことは、極めて重要なことであり、一人の人間として自立させ、

社会に送り出すには、多くの労力と多様な知識が必要であります。 

こうしたことから、安心して子どもを産み育てることができる子育ての環境

づくりを進めていくには、行政の力だけでは限界があることから、地域社会の

子育てへの関わり合いや支援が不可欠であり、行政と地域社会・地域住民の皆

様との協働による子育て支援の社会づくりが重要であります。 

本庄市では、これからも多くの市民の皆様に子育てに多種・多様な関わりを

持っていただき、「みんなで育む、市民の子育て参加率日本一のまち」を目指し、 

この後期計画を着実に推進してまいりたいと存じますので、皆様のより一層の

ご支援とご協力をお願い申し上げます。 

本計画の策定にあたり、貴重なご意見、ご提言をいただきました本庄市次世

代育成支援行動計画策定委員会の皆様には、ボランティアでご尽力いただき、

まさしく子育てへの参加であり、大変ありがたく感謝申し上げますとともに、

平成２０年度に実施いたしました市民意識調査にあたり、計画の基本となるご

意見をいただきました市民の皆様、並びに関係各位に心から厚くお礼を申し上

げます。 

 

平成２２年３月 

本庄市長 
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１ 後期計画策定の背景 

 次代の社会を担う子どもたちの健やかな育成と、子育てしやすい環境づくり

を推進するための計画として、平成１５年に「次世代育成支援対策推進法」が

制定されました。 

これに基づき、平成１７年３月に旧本庄市、旧児玉町それぞれで次世代育成

支援行動計画（前期計画）を作成しました。 

その後、平成１８年１月１０日に両市町が合併し、安心して子どもを生み育

てることができる子育て支援社会づくりを目指すという、基本姿勢を引き継ぐ

ため、平成１８年３月に本庄市次世代育成支援行動計画（前期計画）の統合版

を作成しました。 

また、平成２０年３月にはまちづくりの基本方針として、本庄市総合振興計

画を策定し、第１章に「子どもからお年寄りまで、健やかで安心して暮らせる

まち」を目標とし、子育てしやすい環境づくりのため子育て支援サービスの充

実を図り、子育てしやすいまちづくりを推進することとしました。 

本庄市次世代育成支援行動計画（前期計画）では 

「安心して子どもを生み育てることができる子育て支援社会づくり」 

「健やか子育ち 楽しい子育て みんなで支える本庄市」 

「子どもが 親が 地域が ともに育つ みんなで子育て 自然豊かな本庄市」 

を基本理念として、総合的に子育て支援の強化を図ってきました。 

その間、本市の人口は平成１６年４月 ８２，８９５人が平成２１年４月 

８２，３２６人となり漸減傾向であるのに対し、年少人口（０歳から１４歳）

は１２，０９８人（人口割合１４．６％）が１１，２２３人（人口割合１３．６％）

と減少し、平成２０年度の合計特殊出生率についても、１．２６とさらなる少

子化が進んでいます。 

 また、子どもをとりまく環境は核家族化や少子化による子ども同士のコミュ

ニケーション不足、インターネットによるいじめや情報の氾濫、経済状況の悪

化による家庭内の児童虐待の増加など新たな問題もあらわれ、子育て家庭だけ

でなく地域全体で子育てを応援していく仕組みづくりが急務となっています。 
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２ 前期計画の取組状況 

前期の計画期間中に新たに実施した事業は、「赤ちゃんの駅」を平成２０年

５月に設置しました。これは前期計画のアンケートの中で、子どもとの外出の

際に困ることとして「オムツ替えや授乳する場所が街の中に無い」とのことに

より、地域の方々や企業等のご協力をいただき市内公共施設をはじめとして８

７か所に設置しています。 

県との共同事業として、平成１９年６月から協賛店の協力のもと、子育て家

庭に対する商品割引等の特典が受けられる「パパ・ママ応援ショップ事業」が

スタートしました。 

また、市内の子育て支援団体との連携により「子育て支援講座」や「ママサ

ロン」を開催し、乳幼児親子の仲間作りと子育ての相談等を行い、子育てを精

神的にサポートする体制の整備を行ってきました。 

子育て家庭の経済的支援策としては、平成２１年７月から乳幼児医療費の助

成制度の対象者を中学校就学前まで拡大し「子ども医療費」として助成を開始

しました。また、母子家庭には母の職業能力の向上を図るため、「母子家庭自

立支援給付金等支給事業」を１８年度から開始しています。 

多様な保育への対応として、ファミリー・サポート・センターを平成１８年

度に設置し、保育所等への送り迎え、一時的な預かり等を会員同士で支援する

ことにより、個々のニーズに合った事業として年々利用件数が増加しています。 

さらに、子育て情報を集約した「子育てガイド」の配布や子育て総合支援窓

口の開設、子育て支援ネットワークの設置を行い、小学校では多人数のクラス

に授業をサポートする学習支援員を配置し、子どもの教育環境の整備を図りま

した。 

現在、老朽化した千代田保育所をフラワーパーク隣に建替えしており、いず

み保育所と改名し、新たに病後児保育の実施と子育て支援センターの開設を予

定しています。 

また、併設される発達教育支援センターでは、乳幼児期に発達の遅れや障害

が疑われる児童を、早期発見し発達を促すための相談・指導を行う施設として

平成２２年４月開設を予定しています。 

さらに、生涯学習と家庭教育の一環として、市民のみなさんの子育て経験を

生かした「親の学習手引書」や、子どもの発達段階に応じたＱ＆Ａや様々な記

録ができる「親子手帳」を、市民の皆さんと現在作成中で、地域全体で子育て

中の親子を支え、応援していくシステム、体制の整備を図っています。 
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３ 計画の期間 

 「次世代育成支援対策推進法」により市町村の行動計画は、平成１７年度か

ら平成２１年度までの５年を１期（前期計画）とし、平成２２年度から平成２６

年度までの５年を２期として策定するものとされています。 

このため、後期計画は２期目として平成２２年度から平成２６年度までの５

年を計画期間とします。 

 

 
 

４ 計画の位置づけ 

 本計画は、次世代育成支援対策推進法第8条の規定に基づく市町村行動計画と

して位置づけられます。 

 「本庄市総合振興計画」を上位計画とし、将来像「あなたが活かす、みんなで

育む、安全と安心のまち 本庄 ～世のため、後
のち

のため～」の実現に向けて、本

市における次世代育成支援の方向性や目標、及び具体的な施策・事業を示し、そ

の他の各種計画と連携・整合を図り策定したものです。 

  

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

本庄計画
児玉計画

見直し

前期計画

後期計画

（合併）

    【国】                 【市】 

本庄市総合振興計画 

本
庄
市
次
世
代
育
成
支
援
行
動
計
画 

そ
の
他
の
各
種
計
画 

次世代育成支援 

対策推進法 

行動計画 

策定指針 

連携 

策定義務 

計画策定に関する指針
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５ 計画策定にあたっての実態・要望の把握 

 就学前児童及び小学校児童の保護者に対し、子育て支援に関する生活実態や意

見、要望を把握するため、平成２０年度にアンケート調査を実施しました。 

 

調査概要 

・調査対象者と調査方法 

 平成２０年４月１日時点で就学前児童と小学校児童の全児童から１，２００人

ずつ無作為抽出し、郵送による配布・回収をしました。 

 

６ 基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

子どもは生まれながらに無限の可能性を持ち、未来を担う貴重な存在です。 

そこで、子どもたちが自らの可能性を伸ばし、未来に向かって夢と希望を抱

き、自然や人へのやさしさを持ちつつ、たくましく、いきいきと育っていける

ように、子どもの利益を尊重し、個性を最大限生かすことのできるまちづくり

を目指します。 

また、親が安心して子どもを生み、育てられる環境の整備を推進し子育ての

喜びを実感できるまちづくりを進めます。 

さらに、地域全体で子育て家庭を支え合うことができる仕組みを構築します。 

このような観点から、地域社会の輝く未来に向けて、子どもと親と地域が育

つ子育て支援を目指します。 

  

 調査対象者 回収数 回収率（％） 

就学前児童 １，２００ ７０３ ５８．６％ 

小学校児童 １，２００ ５７３ ４７．８％ 

合 計 ２，４００ １，２７６ ５３．２％ 

・安心して子どもを生み育てることができる 

子育て支援社会づくり 

・健やか子育ち 楽しい子育て みんなで支える本庄市         

・子どもが 親が 地域が ともに育つ 

みんなで子育て 自然豊かな本庄市 
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７ 基本的視点 

・行動計画推進において重視すべき視点 

 
（１）子どもの視点 

すべての子どもが尊重され、子育て支援が真に子どもが幸せに育つた

めのものであるように、子ども自らの成長を応援し、子どもの視点を大

切にした取り組みを推進します。 
 
（２）保護者の視点 

仕事と子育てを両立している家庭とともに、家で子どもの面倒をみて  

いる家庭に対しても支援を進め、子どもを育てるすべての保護者が子育  

ての第一義的責任を有するとの認識のもとに、自らの温かな手で子育て  

できることを応援する取り組みを応援します。 
 
（３）次代の親づくりの視点 

子どもたちが次代の親となり、将来のまちづくりにとって欠かせない  

存在であることを一人ひとりが認め、子どもたちが豊かな人間性を形成  

し、自立して家庭を持つことができるように、長期的な視点に立って子  

どもの健全育成を推進します。 
 
（４）地域の視点 

保護者が孤立することがないように、地域のあらゆる社会資源を活用  

してそのネットワークを強化し、明るい子育ての環境づくりを推進しま  

す。 
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  基本理念                      基  本  方  針 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
安
心
し
て
子
ど
も
を
生
み
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
子
育
て
支
援
社
会
づ
く
り 

・
健
や
か
子
育
ち 

 

楽
し
い
子
育
て 

 
み
ん
な
で
支
え
る
本
庄
市 

・
子
ど
も
が 

親
が 

地
域
が 

と
も
に
育
つ 
み
ん
な
で
子
育
て 

自
然
豊
か
な
本
庄
市 

基本目標 １ 
地域における子育ての支援 

基本施策 

(１) 地域における子育て支援サービスの充実 

(２) 仕事と生活の調和の推進 

(３) 子育て支援のネットワークの充実 

(４) 児童虐待防止対策の充実 

(５) ひとり親家庭等の支援体制の充実 

(６) 障害児施策の充実 

基本目標 ２ 
親と子の健康確保及び増進 

基本施策 

(１) 子どもや母親の健康の確保 

(２) 「食育」の推進 

(３) 思春期保健対策の充実 

(４) 小児医療の充実 

基本目標 ３ 
子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の
整備 

基本施策 

(１) 次代の親の育成 

(２) 児童の健全育成 

(３) 子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境等の整備 

(４) 家庭や地域の教育力の向上 

(５) 子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

基本目標 ４ 
安全・安心まちづくりの推進 

基本施策 

(１) 良質な住宅及び良好な居住環境の確保 

(２) 子どもの交通安全を確保するための環境の整備と活動の推進 

(３) 子どもを犯罪等の被害から守るための環境の整備と活動の推進

(４) 被害に遭った子どもの保護の推進 

８ 体系図（基本理念及び基本方針）
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１ 本庄市の状況  

（１）人口の推移 

総人口は近年漸減傾向

人となっています。  

平成 1３年から平成

（０～14 歳）、生産年

歳以上）は増加し続けて

口割合を比較すると年少

から、少子化、高齢化が

◆年齢三区分別人口の推移

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳 

◆年少人口及び高齢者人口

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳 
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56,239 55,1

14,122 15,4

83,123 82,5
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向にあり、平成２１年４月１日現在の市の

２１年にかけての年齢三区分別人口推移

年齢人口（15～64 歳）が減少し続けてお

ています。さらに、総人口に占める年少

少人口は毎年減少しており、老年人口は

が進行しているといえます。   

移                   

口の推移                

949 11,735 11,616 11,400 11,223

45 54,797 54,455 54,411 53,970

483 15,824 16,283 16,648 17,133

577 82,356 82,354 82,459 82,326

17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年

19.2 19.8 20.2 20.8 

14.3 14.1 13.8 13.6 

年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年

市の現状 

の総人口は82,326

をみると、年少人口

おり、老年人口（65

人口割合と、老年人

増加傾向にあること

     単位：人 

     単位：％ 

年

老年人口

生産年齢人口

年少人口

老年人口割合

年少人口割合
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（２）人口構成  

５歳ごとの年齢階級別人口構成をみると、昭和54年の人口ピラミッドは、団塊

世代が結婚し、その子どもである団塊ジュニア世代が生まれ、人口ピラミッドも人

口が安定している「釣り鐘型」をしています。     

平成２１年では、団塊世代が中高年に差し掛かり、また、その団塊ジュニア世代

が結婚適齢期を過ぎても、昭和 54 年の人口ピラミッドとは違い児童数は増加して

おらず、人口ピラミッドは、将来人口の減少が予想される「つぼ型」となっていま

す。    

◆昭和５４年の人口ピラミッド 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ◆平成２1年の人口ピラミッド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳                    

2,673
3,117

2,719
2,562
2,350
2,861
3,059

2,626
2,428
2,407
2,287
2,018

1,546
1,464

1,033
835

439
226

0 2,000 4,000

女性

2,849
3,292
2,814
2,474
2,349

2,748
3,244
2,797
2,495
2,388
2,204

1,471
1,276
1,045
886
556
266
87

02,0004,000

0～4
5～9
10～14
15～19
20～24
25～29
30～34
35～39
40～44
45～49
50～54
55～59
60～64
65～69
70～74
75～79
80～84
85以上

男性

1,717

1,928

2,059

2,201

2,429

2,573

2,948

3,318

2,847

2,613

2,725

3,212

2,932

2,416

1,904

1,466

1,005

563

02,0004,000

0～4
5～9
10～14
15～19
20～24
25～29
30～34
35～39
40～44
45～49
50～54
55～59
60～64
65～69
70～74
75～79
80～84
85以上

男性

1,665

1,839

2,015

2,078

2,245

2,439

2,622

2,964

2,661

2,517

2,584

3,139

2,923

2,543

2,211

1,978

1,556

1,491

0 2,000 4,000

女性

単位：人 

単位：人 



（３）子どもの数の推移

乳幼児・小学校児童数

9,965人であった児童

人減少しています。  

平成１３年には各年齢

５歳では600人台とな

 

◆乳幼児・小学校児童数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳 

 

 

  

816

825

758

831

848

803

844

865

847

867

825

836

9,965

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

平成13年 平
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移 

数（１１歳以下の人口）は年々減少してお

童数が、平成２１年には8,732人となり、

齢ごとに約 800 人いた子どもが、平成

なり、少子化が進行しています。  

（１１歳以下人口）の推移 

682 644 694 638

708 683 647 692

723 706 700 661

759 719 722 695

785 763 725 705

820 778 771 715

750 813 782 780

821 744 813 780

854
816 750 803

797
854 810 754

850
796 857

820

850
837 800

854

9,399
9,153 9,071 8,897

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年

おり、平成１３年に

、８年間で1,233 

２１年度の０歳から

 単位：人 

672

651

707

659

693

704

720

769

779

795

762

821

8,732

平成21年

11歳

10歳

9歳

8歳

7歳

6歳

5歳

4歳

3歳

2歳

1歳

0歳
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（４）世帯数の推移  

１８歳未満の児童がいる世帯の中の核家族世帯割合（ひとり親世帯含む）は、昭

和５５年から平成２年にかけては横ばいでしたが、その後徐々に増加し、平成１７

年には７３.６％となっています。逆に三世代世帯割合は減少傾向にあり、平成17

年には２０.７％となっています。ひとり親世帯割合については、昭和 55 年に

4.4％だったのが、平成１７年には９.２％となっており、年々増加しています。      

また、一般世帯に占める１８歳未満の児童がいる世帯割合をみると、昭和５５年

では、５７.８％でしたが、平成１７年では、２８.９％となっており、子どもがい

る世帯割合が減少し続けています。   

 

◆18 歳未満の児童がいる世帯割合の推移                  単位：％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆一般世帯に占める 18歳未満の児童がいる世帯割合の推移          単位：％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

62.1 61.7 62.2 65.1
69.6

73.6

34 33.5 31.8 29.8
24.7

20.7
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昭和５５年 昭和６０年 平成２年 平成７年 平成１２年 平成１7年

核家族世帯

（ひとり親世帯

含む）

３世代世帯

ひとり親世帯

57.8
52

43.9
37.5

33.1
28.9

0

10
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70

昭和５５年 昭和６０年 平成２年 平成７年 平成１２年 平成１7年

一般世帯に占める１８歳未満の児童がいる世帯割合

資料：国勢調査 

資料：国勢調査 
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（５）人口動態の推移  

出生数と死亡数による人口の自然動態をみると、各年度で波はあるものの、出生

数は減少傾向にあり、死亡数は増加傾向にあることから、その増減である自然増加

数は年々減少傾向にあります。  

◆自然動態                               単位：人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳 

 

 転入と転出による人口の推移をみると、その増減は一定ではありませんが、全

体的には転入と転出がほぼ同数となっています。  

◆社会動態                                単位：人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳 

979
854 864 820 804 819 815 778 754 698 668 694

634
708

493 531
673 663 686 707 694 701 682

742 796 780 810 778

486 323 191 157 118 112 121 77 72
-44 -128 -86

-176
-70

-200

0

200

400

600

800

1000

５８年 ６３年 ５年 １０年 １１年 １２年 １３年 １４年 １５年 １６年 １７年 １８年 １９年 ２０年

出生数

死亡数

自然増加数

平成昭和

昭和

58年 63年
平成

5年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年
転入 3,095 2,996 4,122 3,835 3,785 4,196 3,925 3,631 4,090 3,809 3,751 3,782 4,034 3,989
転出 2,943 2,836 3,709 3,762 3,848 3,930 3,979 4,006 3,993 4,159 3,791 3,795 3,775 3,911
増減 152 160 413 73 -63 266 -54 -375 97 -350 -40 -13 259 78

-500 
0 

500 
1,000 
1,500 
2,000 
2,500 
3,000 
3,500 
4,000 
4,500 

転入

転出

増減
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（６）婚姻、離婚件数の推移  

婚姻件数は、平成５年をピークにその後はおおむね減少傾向にあります。  

また、離婚件数は平成１３年まで増加傾向にあり、その後は横ばい傾向にありま

す。  

 

◆婚姻・離婚件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

458 455

552
517

471
516

480 470 459 446
423

448 440
466

76 93 112
159 160 178 199 197 181 165 154

180 169
200

0

100

200

300
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500
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５８年 ６３年 ５年 １０年 １１年 １２年 １３年 １４年 １５年 １６年 １７年 １８年 １９年 ２０年

婚姻件数 離婚件数

平成

単位：件数 

資料：住民基本台帳 

昭和 
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（７）未婚率の推移  

未婚率について男女別の状況をみると、どの年代の未婚率も増加傾向にあり、特に

男性では３０～３４歳で増加幅が大きく、昭和５５年から平成１７年にかけて 29.1

ポイント増加し、女性では２５～２９歳において31.1 ポイント増加しており、非婚

化、晩婚化が進行しています。  

◆年齢別未婚率（男性）                         単位：％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

◆年齢別未婚率（女性）                         単位：％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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２０～２４歳

２５～２９歳

３０～３４歳

76.4 77.3
82.9 81.3 83 86.1

24.5
30.3

36.3
42.9

48.2
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（８）出生率の推移 

合計特殊出生率は一人の女性が一生の間に産む平均の子どもの数で、人口の現状

を維持するのに必要な水準である２．０８を下回ったままの状態です。  

◆合計特殊出生率                           単位：人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）男女の就業状況 

男女別の就業状況を見ると、「主に仕事」をしている女性は男性の半分以下の状

態で、「非労働力」として仕事に就かない人は女性が男性の倍以上となっています。  

また、雇用形態を見ると男女とも正規の職員・従業員の比率が低くなってきてお

り、パート・アルバイトの比率が増えてきています。特に女性はパート・アルバイ

ト等の比率が５割を超えています。 

◆男女別労働状態                           単位：人 
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1.33

1.33

1.25
1.21

1.33

1.21

1.15

1.261.3

1.24 1.23 1.21 1.2
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1.32
1.34 1.37

1.1
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1.3

1.35
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1.45

1.5

1.55

平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年

本庄市

埼玉県

全国

1,416

8,077

1,595

388

233

359

22,752

343

17,239

862

280

259

5,772

10,649
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不詳
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完全失業者
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通学のかたわら仕事
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主に仕事

女性
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資料：保健統計年報 

資料：平成 17 年国勢調査 
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◆全国の雇用形態割合  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：昭和６０年及び平成７年は総務省「労働力調査特別調査」、平成１７年は「労働力調査年報」 

 

女性の年代別労働力率をみると、２０歳代後半から落ち込む傾向が見られ、この

グラフ形状からＭ字型曲線と言われています。  

これは、女性が結婚・出産により一旦仕事から離れ、子育てが終わると再び仕事

に戻ってくることを表しています。 

◆年齢別労働力率                            単位：％ 
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資料：平成 17 年国勢調査 
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（１０）乳幼児健康診査受診率の推移 

乳幼児健康診査の受診率では、どの健康診査においても８０％以上の受診率を維

持しています。 

 

◆乳幼児健康診査受診率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    資料：健康推進課 
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１歳６か月児健

康診査 受診率

３歳児健康診

査 受診率

平成

単位：％ 



（１１）認可保育所の状

市内の認可保育所は、

か所の合計２２施設が整

保育児童数は、平成

ています。 

◆保育所の定員と在籍児童

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
◆年齢別保育児童数   
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資料：保育課（４月当初） 

資料：保育課（４月当初） 
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状況 

、平成２０年度では、公立７か所（１か

整備されています。  

１７年度１，９５２人をピークとし、そ

童数                  

                   

1156
1239

1379 1388 1441
1523 1

1130 1130
1250 1220

1280 1330 1

495 495 495 495 495 495

445 473 462 459 435 429

２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８

0 54 54 40 52 36 44

37 180 184 190 197 207 199

47 256 287 273 284 313 308

78
404 395 451 427 434 428

11
402 457 424 484 460 469

78
416

464 469 432 502 46201 
1,712 

1,841 1,847 1,876 1,952 1,910 1

年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １

所休所）、私立１５

の後は横ばいとなっ

      単位：人 

      単位：人 

1507 1522 1536

1330 1330
1425

495 495 495

403 377 373

８年度 １９年度 ２０年度

在籍児童数 私立

定員 私立

定員 公立

在籍児童数 公立

50 51

200 244

307 290

409 422

454 445

479 457

1,899 1,909 

１９年度 ２０年度

５歳

４歳

３歳

２歳

１歳

０歳
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（１２）幼稚園の状況 

平成２０年度では、幼稚園が９か所設けられており、幼稚園児数は年々減少傾向

にあります。 

 

◆幼稚園児数                              単位：人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

     

  

358 284 303 302 249 294 299 288 267 263 253

450
468 360 380

373 304 347 327 340 295 286

452
446

468 362
382 371 317 356 339

343 305

1,260 
1,198 

1,131 
1,044 1,004 969 963 971 946 

901 
844 

0

200
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1400

１０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度

５歳

４歳

３歳

平成

資料：学校教育課 
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（１３）放課後児童クラブの状況 

民間児童クラブは平成１６年度１児童クラブ、平成１８年度２児童クラブが新設

され、平成20年度現在１１クラブ児童クラブとなり、年間平均児童数で５６２名

の保育を行っています。 

公立学童保育室は、平成１６年度から試験的に開催していた藤田学童保育室を平

成１９年９月より藤田小学校内で開設、寿学童保育室は市民から寄付を受け平成

19年４月より開設し、民間児童クラブを含めた市全体では６５１人の保育を行い

待機児童の解消を図りました。  

◆民間学童の児童数と施設数                    単位：人・箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

◆公立学童の児童数と施設数                    単位：人・箇所 
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288 335

387 408 452
68

69
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施
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１～３年生 ４～６年生 施設数
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2

3 3 3

4 4

0
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7
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9
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施
設
数

児
童
数

１～３年生 施設数

資料：子育て支援課 

資料：子育て支援課 
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（１４）児童虐待・いじめ等の状況  

本市の新規児童虐待件数は平成１９年度一度減少しましたが、平成２０年度更

に増加しており、熊谷児童相談所管内のように全体としては虐待の件数は増加傾

向にあります。  

また、市内小中学校のいじめと不登校の状況では、いじめは小学校での発生件

数が増加しており、不登校は中学校で増加しています。  

◆児童虐待新規相談件数                        単位：件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆いじめ発生件数                          単位：件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆不登校児童の発生状況                        単位：件数 

 

  

237 234 224
269 286

9 10
39
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54
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平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

熊谷児童相談

所管内

本庄市

6 1

61

132

87

21 15

56

28 26

0
20
40
60
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100
120
140

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

小学校

中学校

32 26 28 26 24

73 79
97
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79
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平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

小学校
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資料：子育て支援課 

資料：学校教育課 

資料：学校教育課 
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２ 人口推計 

（１）総人口の推計 

平成１５年から人口減少が始まっており、引き続き漸減傾向が予想されること

から、平成２６年度の総人口は８１，４８８人と予想されます。  

    推計人口の年齢三区分別人口をみると、年少人口、生産年齢人口ともに減少が

予想され、老年人口は増加することが予想されます。  

また、総人口に占める年少人口の割合と、老年人口の割合を比較すると、年少

人口は１．１％減少し、老年人口は３．３％増加すると予想され、益々の少子化、

高齢化が進行すると予測されます。 

◆年齢三区分別人口推計の推移                     単位：人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成１７年から平成２１年までの毎年４月１日現在の住民基本台帳人口をもとにコーホート変化率法で推計 

◆年少人口及び高齢者人口推計の推移                  単位：人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成１７年から平成２１年までの毎年４月１日現在の住民基本台帳人口をもとにコーホート変化率法で推計 

11,949 11,735 11,616 11,400 11,223 11,016 10,831 10,586 10,365 10,193 

55,145 54,797 54,455 54,411 53,970 53,635 53,571 53,125 52,381 51,637 

15,483 15,824 16,283 16,648 17,133 17,778 17,813 18,182 18,976 19,658 

82,577 82,356 82,354 82,459 82,326 82,429 82,215 81,893 81,722 81,488 
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（２）児童人口の推計   

乳幼児・小学校児童数（１１歳以下の人口）の人口推計は、平成２１年が8,732

人である児童数が、平成２６年には7,838 人になることが予測されます。  

 

◆児童人口の推計の推移                        単位：人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成１７年から平成２１年までの毎年４月１日現在の住民基本台帳人口をもとにコーホート変化率法で推計 

 

672 645 631 626 615 602
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707 664 703 673 659 654
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１ 地域における子育ての支援 
 

 （１） 地域における子育て支援サービスの充実 
 

＜現状と課題＞             
安心して子どもを生み育てるためには、地域において子育てを支援する社会づく

りが必要です。本市においては、これまで働く親への子育て支援だけでなく、すべ

ての子育て家庭への支援を行う観点から、親同士の交流の場でもある地域子育て支

援センター事業、ファミリー･サポート･センター事業、各種相談事業など地域にお

ける様々な子育て支援サービスの充実を図ってきました。 

核家族世帯が非常に多くなっている現状のなかで、平成20年度のアンケート調査

結果では、「子育てを楽しいと感じることの方が多い」と回答した人は、就学前保

護者が37％、小学生保護者32.5％で、「大変と感じることの方が多い」は、就学

前保護者12.8％、小学生保護者12.2％、また「気軽に相談できる相手が身近にい

ない」は就学前保護者で5.3％、小学生保護者で6.6%が回答しており、子育てに伴

う孤独感やストレスを感じることも多いと懸念される場合もあります。子育ての大

変さ解消のために必要なこととして、就学前保護者では48.4％が「地域における子

育て支援の充実」をあげています。 

さらに、共働きの家庭においては、昔のように同居している祖父母や近所の知人

などに、保育所の送り迎えを頼んだり、一時的に預かってもらうことが容易にでき

ない状況もあります。 
このような中で、今後さらに在宅における児童の養育支援をはじめ、保育園や幼

稚園における子育て支援サービスの充実に努めるとともに、子育て親子の交流の場

を積極的に提供していくこと、また情報をより広く発信していくことが必要となっ

てきています。 

 

子育てについての相談相手の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：本庄市アンケート調査(平成20年度) 

第３章 現状と課題及び今後の取り組み 

93.4%

5.3%

1.3%

いる

いない

無回答

（回答数:703）

（就学前児童保護者）

92.7%

6.6%

0.7%

いる

いない

無回答

（回答数573）

（小学生児童保護者）
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子育て支援サービスの今後の利用希望 

 
資料：本庄市アンケート調査(平成20年度) 

 
 

子どもの預かりについて 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   資料：本庄市アンケート調査(平成 20 年度) 

  

50.4
24.3

34.4
24.3

75.7
36.1
39.1

56.0
47.5

63.4
31.3

50.4
30.3

80.2
32.6

78.8
44.1

35.6

41.7
69.0

57.5
68.4

17.5
56.5
52.6

37.8
45.0

30.2
59.7

42.1
60.0

14.7
58.0

15.4
48.1

57.2

8.0
6.7
8.1
7.3
6.8
7.4
8.3
6.1
7.5
6.4

9.0
7.5
9.7
5.1

9.4
5.8
7.8
7.3

①保健センターの育児相談・電話相談

②保健センターの両親学級

③保健センターの育児学級

④保健センターの訪問による支援指導

⑤保健センターの乳幼児健康診査

⑥家庭教育に関する学級・講座

⑦教育支援センター・教育相談室

⑧保育園の園庭等の開放

⑨子育て支援センター、つどいの広場

⑩児童センター

⑪家庭児童相談室

⑫赤ちゃんの駅

⑬認定こども園

⑭パパ・ママ応援ショップ優待カード

⑮児童家庭支援センター

⑯小児救急電話相談事業

⑰子育てアドバイザー

⑱ファミリーサポートセンター

はい

いいえ

無回答

（就学前児童保護者）

（回答数:703）

【利用したい】
（％）

64.4

23.3

10

1.8

13.2

3.4

51.7

34.4

20.6

6.5

10.8

4.4

0 10 20 30 40 50 60 70

緊急時もしくは用事の際に祖父母等の親族

に預かってもらえる

日常的に祖父母等の親族に預かってもらえ

る

緊急時もしくは用事の際に祖父母等の親族

に預かってもらえる友人・知人がいる

日常的に子どもを預けられる友人・知人が

いる

いずれもいない

無回答
就学前

小学生

％

(回答数:703) 

(回答数:586) 
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有効と感じる子育て支援・対策（複数解答可） 
 

   
資料：本庄市アンケート調査(平成 20 年度) 

  

 

資料：本庄市アンケート調査(平成 20 年度)  

62
59.5
59.2
58.9

50.1
48.4

41.1
35.1

32.1
23.5

6.4
1.3
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子どもを対象にした犯罪・事故の軽減

仕事と家庭生活の両立

子育てしやすい住居・まちの環境面での充実

保育サービスの充実

妊娠・出産に対する支援

地域における子育て支援の充実

子どもの教育環境

母親・乳児の健康に対する安心

地域における子どもの活動拠点の充実

子育て支援のネットワークづくり

その他

無回答

（就学前児童保護者）

（回答数:685）

％

64.5
56.5
55.9

53.6
38.7

37.3
31.4

19.4
17.9

14.2
7.5

1.1

0 20 40 60

子どもを対象にした犯罪・事故の軽減

仕事と家庭生活の両立

子育てしやすい住居・まちの環境面での充実

保育サービスの充実

妊娠・出産に対する支援

地域における子育て支援の充実

子どもの教育環境

母親・乳児の健康に対する安心

地域における子どもの活動拠点の充実

子育て支援のネットワークづくり

その他

無回答
（回答数:558）

（小学生児童保護者） ％
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＜今後の取り組み＞ 
次代を担う子どもたちと専業主婦家庭や母子家庭等を含めたすべての子育て家庭

への支援を行う観点から、地域における様々な子育て支援サービスと相談体制の充

実を図ります。 

 

■取組事業 
   ①各種子育て支援の充実 

事業名 取組事業内容 担当課 
ファミリーサポートセンタ

ー事業 

【目標事業量はP63】 

保育等の援助を受けたい人と行いたい人を会員とする

組織により、保育所への送迎、一時的な預かり等会員同

士の育児に関する相互援助活動を支援していきます。 

子育て支援課

養育支援訪問事業 関係機関からの情報収集により把握した養育支援が必

要であると認められる家庭に対し、育児支援に関する技

術的援助を専門員の保健師等が訪問により実施してい

きます。 

健康推進課 

一時預かり事業 

【目標事業量はP62】 

保護者の病気、冠婚葬祭等一時的に保育を必要とする場

合、一時的に保育を行っていきます。 
保育課 

特定保育事業 

【目標事業量はP60】 

保護者の就労形態が短時間、週に数日等で決まった日時

のみ保育を必要とする児童を対象に保育を行っていき

ます。 

保育課 

病後児保育事業 

【目標事業量はP62】 
病気回復期にあり、保育を必要とする児童を保育所等に

付設された専用スペースで保育する体制を整備してい

きます。 

保育課 

保育所就園支援 保護者の経済的負担軽減のため、国の基準額に対し保育

料の軽減を継続していきます。 

保育課 

放課後児童健全育成事業の 
充実 

【目標事業量はP62】 

保護者の就労等により、放課後の家庭が常時留守になっ

ている児童を対象にした学童保育所（放課後児童クラ

ブ）の充実を図るとともに、保育時間の延長など保護者

のニーズの的確な把握と対応に努めます。 

子育て支援課

ショートステイ事業 

【目標事業量はP64】 

保護者の疾病などにより、児童の養育が困難になった場

合、児童養護施設などで一時的に児童を短期間預かる事

業を検討していきます。 

子育て支援課

児童手当支給事業 児童の養育者に手当を支給することにより、家庭におけ

る生活の安定に寄与するとともに児童の健全な育成及

び資質の向上を促進します。 

子育て支援課

パパ・ママ応援ショップ事業 中学生までの子どもまたは妊娠中の方がいる子育て家

庭に、お店で割引等のサービスが受けられる優待カード

を配布する応援ショップ事業を、県と協同で実施してい

きます。また、協賛いただける店舗の拡充を図ります。 

子育て支援課 

 

 



 
 

‐27‐ 

②相談・情報提供体制等の充実 
事業名 取組事業内容 担当課 

地域子育て支援センター事 
業 

【目標事業量はP63】 

子育て家庭の支援活動の企画、調整、実施を担当する職

員を配置し、子育て家庭等に対する育児不安等について

の相談指導、子育てサークル等への支援などを実施する

ことにより地域の子育て家庭に対する育児支援を行い

ます。 

保育課 

つどいの広場事業 

【目標事業量はP63】 
主に乳幼児（０歳～３歳）を持つ子育て中の親がうちと

けた雰囲気の中で気軽に集い、交流し、子育ての相談が

できる場を提供します。 

子育て支援課

子育て総合支援窓口の充実 子育てに関する情報を集約して、子育て支援サービスを

ワンストップで提供していき、支援内容を充実していき

ます。 

子育て支援課

   

    
子育て情報誌の提供 子育て情報を集約した「子育てガイド」を、妊娠届等の

際に配布するとともに、各関連施設に配置し、また、情

報を収集に努め内容の充実を図っていきます。 

子育て支援課

市長への手紙 子育てに関する意見や提案などを、市民から直接市長に

いただき、多様な声を市政に反映できるよう実施してい

きます。 

秘書広報課 
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（２） 仕事と生活の調和の推進 
 

＜現状と課題＞ 
国は、少子化の流れを変えるためには、就労と出産・子育ての二者択一の構造を

解消し、「女性が安心して結婚・出産し、男女ともに仕事も家庭も大事にしながら

働き続けるシステム」へとしていくこと、すなわち、ワーク・ライフ・バランス（仕

事と生活の調和）の実現をめざした働き方の取り組みを始めています。 

そのためには、男性・女性が家事や育児を分担して行い家庭におけるそれぞれの

役割を担うために、仕事時間と生活時間のバランスがとれる働き方が選択できるよ

うに進めることが必要です。 

また、家庭だけではなく事業主側が子育てに対する理解を示し、職場優先や固定

的な性別役割分担といった従来の考え方を変える意識改革が重要です。 

育児休業については、女性も男性も取ることは可能になっていますが、大半が女

性による取得であり男性によるこの制度の利用は進んでいないのが現状です。この

ため、就労者や企業の事業主、地域住民等一人ひとりの意識、社会意識改革を推進

するための広報・啓発や研修、情報提供等について、国、県、関係団体等と連携を

図りながら、積極的に推進することが必要です。 

さらに、女性の就労率の増加や就労形態の多様化、また、企業においても育児休

業制度の充実などにより出産後も就労を継続する女性が増加しており、保育需要が

増大している中、ワーク・ライフ・バランスの実現のためには、労働者や企業など

による取組のほか、保育園や幼稚園の平日昼間の保育サービス、延長保育、休日保

育、放課後児童クラブなどの多様な働き方に対応する保育サービスの充実が欠かせ

ないものとなっています。安心して仕事と子育てができる社会をめざすためには、

家庭や地域における支援体制の充実とともに、安心して両立ができるよう多様なニ

ーズに応じた、広く住民が利用しやすい保育サービスを提供できる環境の整備が必

要になります。 

本市には、平成２１年３月現在で、公私立合わせて2１施設の認可保育所があり、

定員は合計で1,875人に対して、定員の弾力化を進める中で2,142人（管外受託含

む）の子どもたちが入園しています。これらの保育所では、延長保育や一時預かり

保育の実施も取り組んでいますが、多様な働き方の選択の幅が広がる中で、休日の

不定化など保護者の就業環境も変化しており、様々な保育ニーズに対応できるよう、

延長保育や休日保育サービス等の充実を図る必要があります。 

    また、こうした保育需要は就学前の子どもだけでなく、小学生児童も両親の共働

き等で放課後留守家庭となる状況が増えており、平成２０年度のアンケート調査で

は、来年度就学予定児童の保護者で、児童クラブを利用したいと回答した人の割合

が4割、小学生の低学年で利用していると回答した割合は２６％となっています。放

課後児童クラブの設置数は、平成21年度当初で公設公営4か所、民設民営1３か所

（委託11か所）と整備されていますが、入室希望児童数の増加に伴い、一部地域に

おいて待機児童が発生していることが課題となっています。 

さらに、サービスの量的確保もさることながら、保育施設には、子どもを安心し

て預けられる施設であることが求められています。サービスの質的向上を図るため、

保育士の研修や施設環境の整備改善が必要になります。 
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「仕事時間」と「生活時間」の優先度について 

（就学前児童保護者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（小学生児童保護者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：本庄市アンケート調査（平成20年度） 

 

  家事・育児について（自分の家事・育児に関する満足度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：本庄市アンケート調査（平成20年度） 

16.1

21.5

36.4

8.8

2.8
14.4

15.4

21.8

34

9.4
5.2

14.1

0 10 20 30 40

満足

やや満足

どちらでもない

やや不満

不満

無回答

就学前

小学校

父親（家事） ％

16.8
29.7

27.5

10

1.8
14.2

16.2
25.8

26.7
12

4.5
14.7

0 20 40

満足

やや満足

どちらでもない

やや不満

不満

無回答

就学前

小学校

父親（育児） ％

13.5

29.9

35.3

16.2
3.7

1.4

14.5
31.8

28.4

17.8
4.4

3.1

0 20 40

満足

やや満足

どちらでもない

やや不満

不満

無回答

就学前

小学校

母親（家事） ％

15.9

35.6

31.2

13.2
2.4

1.7

14.8
36.6

25
16.1

3.5
4

0 20 40

満足

やや満足

どちらでもない

やや不満

不満

無回答

就学前

小学校

％
母親（育児）

8.3%

68.6%

18.5%

2.8% 1.8% 希望
仕事時間を優先

家事（育児）時

間を優先
プライベートを

優先
その他

無回答
（回答数：703）

21.4%

76%

1.1%
1%

0.5% 現実
仕事時間を優先

家事（育児）時

間を優先
プライベートを

優先
その他

無回答

8.7%

65.8%

21.6%

2.8%
1%

希望
仕事時間を優先

家事（育児）時

間を優先
プライベートを

優先
その他

無回答
（回答数：573）

44.2%
52.5%

1%
1.4% 0.9% 現実

仕事時間を優先

家事（育児）時

間を優先
プライベートを

優先
その他

無回答
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現在利用している年齢別保育サービス（複数回答可） 
 
 
 
 
 
 
 
 
  資料：本庄市アンケート調査（平成20年度） 

 
希望する保育サービス（＊今後利用したい、またはサービスが不足しているもの） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
      資料：本庄市アンケート調査（平成20年度） 

 
放課後児童クラブの利用希望     児童クラブ1週間あたりの利用希望日数 

○就学前児童保護者（来年度就学予定の児童の保護者の回答） 
    
       

 

 

 

 

 

 

 
   
    

計
認可保育
所

家庭的な
保育

事業所内
保育施設

自治体の
認証・認
定保育施
設

認定こど
も園【４時
間程度】

認定こど
も園【８時
間程度】

その他の
保育施設

幼稚園
幼稚園の
預かり保
育

ベビー
シッター

ファミリー
サポート
センター

無回答

全体 471 71.5 0.2 1.3 0.6 0.4 1.1 0.8 24.8 8.9 0.0 0.4 0.4

５歳 110 61.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 35.5 18.2 0.0 0.9 0.9

４歳 97 58.8 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 38.1 13.4 0.0 1.0 0.0

３歳 93 61.3 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 35.5 9.7 0.0 0.0 0.0

２歳 63 88.9 1.6 1.6 0.0 1.6 3.2 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0

１歳 61 95.1 0.0 0.0 1.6 0.0 3.3 1.6 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0

０歳 35 88.6 0.0 11.4 2.9 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

27.6
26

21.9
14.9

14.5
10.4
10.2
10.2

7
3.1

2.7
1.8
1.6

1
20.3

2.3

0 10 20 30

病児・病後児保育
認可保育所
一時預かり
延長保育

事業所内保育施設
幼稚園の預かり保育

認定こども園（８時間程度利用）
幼稚園

ファミリーサポートセンター
認定こども園（４時間程度利用）

家庭的な保育（保育ママ）

ベビーシッター
自治体の認証・認定保育施設

その他の保育施設
特にない

無回答

（就学前児童保護者）

（回答数:703）

％

43.3

22.4

34.3

0 50

利用したい

利用予定はない

無回答

（回答数:67)

％

0
3.4

13.8
10.3

58.6
13.8

0
0

0 50 100

１日

３日

５日

７日

（回答数:29)

％

（単位：％）

資料：本庄市アンケート調査（平成 20 年度） 
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   ○小学校児童保護者（現在利用していないが今後利用したい回答） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料：本庄市アンケート調査（平成20年度） 

 
  
＜今後の取り組み＞ 
ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、労働者、事業主、地域住民等の意識

改革を推進するための広報・啓発の充実を図るとともに、多様な働き方を選択しや

すい環境づくりや男女ともに育児休業制度の利用しやすい社会機運の醸成に努めま

す。 

就労などにより、家庭で保育することができない児童の保護者を対象に、ニーズ

を十分に踏まえ、利用しやすい保育サービスの充実を推進します。 
また、保護者の就業形態の多様化に対応するため、利用者のニーズの動向を踏ま

え、休日保育の検討、延長保育の充実を図ります。 
さらに、企業、ハローワークと連携して、育児中の母親の再雇用推進を図ります。 

 
■取組事業 

  ①仕事と生活の調和実現のための働き方の見直し等 

 

 事業名 取組事業内容 担当課 
ワーク・ライフ・バランスの

推進・啓発 

ワーク・ライフ・バランスの事業主や労働者、住民等へ

の理解を促進するための啓発を行っていきます。 

商工課 

子育て支援課

男女共同参画の推進 一人ひとりがその個性や能力を発揮しながら、共に協力

し、社会のさまざまな分野でいきいきと活動することの

できる環境づくりに向けて、各種事業を実施します。 

人権推進課 

労働時間の短縮 労働時間を短縮し、女性と男性の労働者が家庭生活と地

域活動に共に参加することができるように、事業所に対

する啓発を図ります。 

商工課 

男性の育児休業取得の推進 男性の育児休業取得を推進するため、事業所と従業員に
対する啓発を図ります。 

商工課 

事業所の行動計画策定の支

援 

事業所における次世代育成支援行動計画策定の啓発を

行っていきます。 

商工課 

子育て支援課

7.9

75.2

16.9

0 20 40 60 80

利用したい

利用予定はない

無回答

（回答数:491)

％

5.1
7.7

20.5
12.8

43.6
5.1
5.1

0 20 40 60

１日

２日

３日

４日

５日

６日

無回答

（回答数:39)

％
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  ②就労などを支援する保育サービスの充実 
事業名 取組事業内容 担当課 

通常保育事業の充実 

【目標事業量はP60】 
保護者の就労または疾病等により、家庭において保育す

ることができないと認められる場合に、保護者に代わり

保育所で保育を実施します。保育内容の充実を図ってい

きます。 

保育課 
 

 

延長保育の充実 

【目標事業量はP61】 

保護者の就労形態の多様化に対応するため、通常開所時

間を超えて保育を実施し、延長時間のニーズに対応でき

るサービスと体制の充実を図ります。 

保育課 

休日保育の検討 

【目標事業量はP61】 
休日（日曜・祝日）の保育体制（公立・私立）を検討し

ていきます。 
保育課 

家庭保育室委託事業 保護者の就労または疾病等により、家庭において保育す

ることができないと認められる場合に、乳幼児の保育業

務を保育室に委託し実施します。保護者の経済的負担軽

減のため保育料の一部助成を行います。 

保育課 

病後児保育事業（再掲） 

【目標事業量はP62】 
病気回復期にあり、保育を必要とする児童を保育所等に

付設された専用スペースで保育する体制を整備してい

きます。 

保育課 

放課後児童健全育成事業の 
充実（再掲） 

【目標事業量はP62】 

保護者の就労等により、放課後の家庭が常時留守になっ

ている児童を対象にした学童保育所（放課後児童クラ

ブ）の充実を図るとともに、保育時間の延長など保護者

のニーズの的確な把握と対応に努めます。 

子育て支援課

民間保育所運営改善等助成

事業 

児童の処遇改善や低年齢児等の入所促進を目的とした、

充分な人材を確保するための雇用に係る経費等を助成

します。 

保育課 

保育所地域活動事業 地域の親子や高齢者と保育所の子どもたちが、餅つきな

どの行事やレクリエーションを通して、世代間・異年齢

児による交流を図ります。 

保育課 

 

 

  

 事業名 取組事業内容 担当課 
ハローワークの求人情報の

提供 

ハローワーク本庄で発行している求人情報を庁舎・支所

等に配置し、就業希望する市民に対して情報提供を行い

ます。 

商工課 

内職情報提供 家庭外で働くことが困難な市民に内職情報の提供を行

います。 
商工課 

労働法律相談事業 仕事に関する悩みや疑問についての相談窓口の設置と

他機関の紹介を行います。 

商工課 

資格・技術取得情報の提供 有効な資格や技能の取得ができるよう、情報の提供を行
います。 

商工課 
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事業名 取組事業内容 担当課 
保育サービスに係る情報提

供 

保育サービスの利用者による選択や質の向上のために、

保育サービスに関する積極的な情報提供を行います。 

子育て支援課

保育課 

保育所施設整備助成事業 園舎の新築等の整備に対して助成します。 保育課 

 

 

 

 

 （３） 子育て支援のネットワークの充実 
 

＜現状と課題＞ 
子育てを社会全体で支援するためには地域・保育所・幼稚園・学校・公民館・図

書館などが連携をとり、地域の子育てに関する情報や活動の情報を保護者に提供し

協力して子育てを支援する環境整備が必要です。 
また、子育てを行っているすべての家庭に対して、きめ細かな子育て支援サービ

ス・保育サービスを効果的・効率的に提供し、子育てや子育て支援を開かれた形に

していくためには、地域全体に子育てに関する情報をわかりやすく提供していくこ

とが必要です。 
さらに、子育てサークルの育成や、地域における子育て支援関係機関や団体と連

携して協力しながら、ネットワーク活動の一層拡大と、地域の住民の多くが子育て

への関心理解を深め地域全体で子育て家庭を支えることができるよう、子育てに関

する啓発をしていくことが子育て環境の充実には必要です。 
 

 

＜今後の取り組み＞ 
引き続き、地域における関係機関の連携を推進し、子育て支援機関、団体、サー

クル等のネットワークや情報交換の場を提供することにより、子育て家庭への充実

した子育て情報の提供に努めます。 
 

■取組事業 
   ①子育て支援のネットワークづくり 
 事業名 取組事業内容 担当課 

子育てサークル等への活動 
の支援 

子育てサークル等へ公共施設等での活動機会や場所の

提供を行います。 
子育て支援課

子育て支援ネットワークの

充実 

子育てに関する情報を共有するため、要保護児童対策地

域協議会の構成機関他地域活動団体を含めた地域にお

ける子育て支援ネットワークを充実し、子育て支援体制

の連携を図ります。 

子育て支援課

  



 
 

‐34‐ 

 （４） 児童虐待防止対策の充実 
 

＜現状と課題＞ 
児童虐待に関する相談件数は、増加する傾向にあり、その内容も複雑化し、深刻

な社会問題になっています。  
虐待は、育児に関する悩みを抱えているが相談できる人がいなかったり、生活上

のストレス、日常的な注意・しつけがエスカレートして虐待をしてしまうなど、ど

この家庭にでも起こり得ることとされています。 
しかし、虐待または虐待と思うようなことに遭遇しても、大半の人が何もしてい

ません。注意・通報は、地域の人間関係を阻害することにもなりかねず、ためらい

が見受けられます。児童虐待を防止し、すべての子どもの健全な心身の成長、ひい

ては社会的自立を促していくためには、発生予防から早期発見・早期対応、保護・

支援・アフターケアに至るまでの切れ目のない総合的な支援を講じるとともに、福

祉関係者のみならず、医療、保健、教育、警察等の地域における関係機関が参加す

る本庄市要保護児童対策地域協議会での状況に応じた的確な支援が不可欠です。 
 

 

＜今後の取り組み＞ 
引き続き、児童虐待の早期発見・対応のため、新生児・乳幼児・妊産婦訪問の活

用を図るほか児童相談所、民生児童委員、保育所や教育機関、保健医療機関、警察

等の関係機関とのネットワークの充実・強化を図るとともに、通告義務等の児童虐

待防止に関する啓発に努めます。 
また、育児不安の軽減のため、親同士の情報交換や友達作りができるような場の

提供を図ります。 
 

■取組事業 

   ①児童虐待防止対策の充実 
 事業名 取組事業内容 担当課 

家庭児童相談事業 家庭における適切な児童の養育と、養育に関連して発生

する児童の問題の解決を図るため、家庭児童の福祉に関

して、電話や来庁、また訪問により相談を受け指導を行

い、必要な場合は関係専門機関への紹介を行います。 

子育て支援課

本庄市要保護児童対策地域

協議会 

要保護児童の早期発見や適切な保護並びに保護児童及

びその家族への適切な支援を図るため、福祉・保健・医

療・教育などの関係機関が必要な情報交換、援助方法な

ど協議し対応を図ります。 

子育て支援課

一時預かり事業（再掲） 

【目標事業量はP62】 
子育てからくる疲れ、ストレスを感じている場合に、保

育所で一時的に子どもを預かることで児童虐待につな

がらないための防止策の一つとします。 

保育課 

地域子育て支援センター事 
業（再掲） 

【目標事業量はP63】 

子育て家庭への育児相談により育児不安の解消を図る

ことで、児童虐待の防止に努めます。 

保育課 
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 事業名 取組事業内容 担当課 
つどいの広場事業（再掲） 

【目標事業量はP63】 
主に乳幼児を持つ子育て中の親がうちとけた雰囲気の

中で気軽に集い、交流できる場を提供し、育児不安の軽

減を図ります。 

子育て支援課

未熟児・新生児・乳幼児・ 
妊産婦訪問 

出産後、育児不安の強い２か月位までの間に訪問を行い

ます（状況によってはその後も継続）。母の育児不安の

解消や乳児の発達・発育状況の確認により、児童虐待の

防止や以後の健やかな成長への支援につなげます。 

健康推進課 

親子ふれあい広場「カンガ 
ルー広場」 

主に０～２歳位までの乳幼児と母を対象に、育児不安軽

減のために育児相談、親同士の情報交換・友達づくり・

遊び場の提供を行い、孤立することなく楽しく育児がで

きることにより虐待につながることがないよう配慮し

ます。 

健康推進課 

 

 

 

 

 （５） ひとり親家庭等の支援体制の充実 
 

＜現状と課題＞ 
近年、離婚の増加等により母子家庭や父子家庭のひとり親家庭が増加傾向にあり

ます。特に母子家庭については、子育てをする上で経済的に不安定な状態であり、

身近に相談相手がいないなど、家庭生活においても多くの問題を抱えている場合が

あります。 
母子家庭等の子どもの健全な育成を図るためには、母子及び寡婦福祉法等の趣旨

を踏まえ、きめ細かな福祉サービスの展開と自立・就業の支援に主眼を置き、子育

て・生活支援策、就業支援策、養育費の確保及び経済的支援策について、地域の母

子家庭等の現状を把握しつつ、総合的な対策を適切に実施していくことが必要です。

そのためには、母子家庭等に対し、相談体制の充実や施策・取り組みについての情

報提供を充実し、地域や社会全体で支援することが必要となります。 

また、ひとり親家庭等の支援については、各種経済的支援や就業支援において父

子家庭には制度面等で一部支援されていない現状であることは課題となっています。 

 

＜今後の取り組み＞ 
引き続き、母子家庭等の自立に必要な、職業能力の向上及び求職活動等就業に

ついての情報提供や相談、指導等の支援を充実していきます。 
また、児童扶養手当の支給、ひとり親家庭等医療費の助成や生活費、養育費、

教育費等経済的困窮に関する支援も推進していきます。 

なお、父子家庭に対する支援のあり方について検討していきます。 
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■取組事業 
   ①ひとり親家庭の支援体制の充実 
 事業名 取組事業内容 担当課 

母子生活支援施設への入所 様々な事情や、最近多くみられる、家庭内暴力等により
保護が必要またはこれに準じる家庭の母子を支援施設

へ入所・保護するとともに、自立促進に向けての生活支

援を行います。 

子育て支援課

ひとり親家庭児童就学支度 
金支給制度 

中学校入学予定の児童を養育しているひとり親家庭の

親に対し入学準備に必要な経費の一部を助成し費用負

担の軽減を図るための県の事業で、市が申請の受付を行

います。制度の周知、利用の促進に努めます。 

子育て支援課

母子寡婦福祉資金貸付制度 母子家庭の母及び寡婦の経済的自立や、扶養している児
童の福祉の増進のため必要な資金を貸し付ける県の制

度で、市が申請の受付を行い、また、制度の周知を図り

ます。 

 子育て支援課

特定者用ＪＲ定期乗車券割

引制度 
児童扶養手当受給者（含同一世帯員）がＪＲ定期乗車券

割引制度利用の際に申請受付及び特定者用乗車券購入

証明書を発行します。 

子育て支援課

 ひとり親家庭等医療費支給

事業 

ひとり親家庭に対して、安心して医療を受けられるよう

に医療費の助成を実施します。 
保険課 

児童扶養手当支給事業 母子家庭等の生活の安定を図るために児童扶養手当の

支給を行います。 
子育て支援課

母子家庭自立支援給付金等

支給事業 
母子家庭の母が職業能力を開発し就業に結び付け経済

的自立が図れるよう支援するため、教育訓練講座や資格

取得のため養成機関で修学する場合、講座受講料の一部

や修学促進費を支給します。 

子育て支援課

家庭児童相談事業（再掲） ひとり親家庭の、子育てや生活に関する悩みに対応する
ため、家庭児童の福祉に関して、電話や来庁、また訪問

により相談を受け指導を行い、必要な場合は関係専門機

関への紹介を行います。 

子育て支援課
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 （６） 障害児施策の充実 
 

＜現状と課題＞ 
障害のある子どもや発達に遅れのある子どもが、自立して身近な地域で安心した

生活を送るために、一人ひとりの多様なニーズに応じた一貫した相談体制の充実と

支援が必要です。 
障害の原因となる疾病の早期発見や事故の予防には、妊婦や乳幼児に対する健康

診査や学校の健康診断が大きな役割を果たします。このことから、妊婦や乳幼児の

健康診査、学校の健康診断の充実を図り、発達の遅れや障害の早期発見ができる体

制づくりが重要になります。さらに、発達の遅れや障害が発見された子どもと保護

者に対し、適切な医療や指導が受けられるような支援体制の確立が必要です。 
また、障害の重度・重複化、学習障害（ＬＤ）、注意欠陥/多動性障害（ＡＤＨＤ）、

高機能自閉症等への対応など、障害児教育をめぐる状況が大きく変化している中で、

障害のある子どもたち一人ひとりの教育ニーズに応じた教育の展開が必要になりま

す。 
さらに、障害の有無にかかわらず、幼児期から子ども同士が交流し、双方の意識 
上の障壁を解消することが大切であるという考え方が急速に広まりつつあり、障害の

ある子どもが、障害のない子どもとともに身近な地域でいきいきと安心して成長でき

るよう、保育所、幼稚園、学校等で連携を図り、障害のある子どもの受け入れを推進

することが重要になります。 
 

 

＜今後の取り組み＞ 
引き続き、障害のある子どもたち一人ひとりのニーズにあった、保育所・幼稚園

への入園または交流活動ができる体制と施設の整備に努め、職員の資質向上に取り

組んでいきます。 
また、心身の発達に遅れや障害のある子どもの保護者や、教育上特別な配慮を要

する児童を対象に、就学や進級についての相談を行います。相談にあたっては、関

係機関と連携して、個々の子どもに対して適切な対応ができるよう努めます。 
 

■取組事業 
   ①障害児施策の充実                                        
 事業名 取組事業内容 担当課 

療育相談・教室 「うごきの教室」、「ことばの教室」、「こころの教室」、

「バナナっ子クラブ」、健診、訪問等で把握したり相談

を受けた障害児及び発達障害が疑われる児童（乳児～学

童）に対し、発達を促すため個別相談・指導及び集団指

導を実施します。 

健康推進課 
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 事業名 取組事業内容 担当課 
早期療育充実に向け関係機

関との連絡調整 
障害児及び発達障害が疑われる児童に関係する医療機

関や療育機関の関係者が同一歩調で、保育所・幼稚園・

学校等の状況に応じて情報交換や相談を行い、児童・保

護者を支援していきます。 

健康推進課 

就学時健康診断事業 小学校新一年生になる幼児を対象に、健康診断・知的発

達検査・ことばの検査等を実施し、その診断結果に基づ

き、治療の勧告、助言等就学に関し適切な指導を行って

いきます。 

学校教育課 

幼保小交流会研修会 幼稚園・保育所と小学校の職員が一堂に会し、子どもの

発達をふまえ、幼児教育から学校教育への円滑な移行を

推進するため、達成目標の協議等の研修を実施します。 

学校教育課 

障害がある児童の総合療育

相談とケアマネジメント 
障害がある児童または障害の可能性がある児童に、必要

な訓練または福祉サービスについて福祉課、健康推進

課、家庭児童相談員、障害者生活支援センターが連携し

つつ総合的に相談して、児童と保護者を支援していきま

す。 

福祉課 

障害者手帳の取得 児童に障害があることが確認された場合、児童とその保

護者が必要な福祉サービスを速やかに利用できるよう

に内容の周知を図り、身体障害者手帳または療育手帳の

取得を勧めていきます。 

福祉課 

障害者手当の給付 重度障害がある児童の世帯の経済的、精神的負担の軽減

のため、次の手当を支給します。①障害児福祉手当（常

時介護が必要な重度障害がある児童）②在宅重度心身障

害者手当（障害児福祉手当が支給外の重度障害がある児

童＝身体障害者手帳１～２級、療育手○Ａ、Ａの所持者） 

福祉課 

用具の給付 障害がある児童に、必要な補装具及び日常生活用具を支

給し、障害の更生と日常生活の自立を図っていきます。 
福祉課 

重度心身障害者医療費の支

給 
重度の障害がある児童の世帯の経済的、精神的負担を軽

減するため、保険診療の自己負担金を医療費として支給

していきます。（対象者＝身体障害者手帳１～３級、

療育手帳○Ａ・Ａ・Ｂを所持する児童） 

福祉課 

児童デイサービスの利用 障害がある児童または発達に問題があると思われる児

童に、必要な訓練を提供する児童デイサービスの利用を

促進して、障害の更生、発達の援助を図ります。 

児玉郡市内でのサービス提供事業所の開設を、社会福祉

法人等に働きかけていきます。 

福祉課 
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 事業名 取組事業内容 担当課 
在宅福祉サービスの利用 様々な在宅福祉サービスの利用を推進することにより、

障害がある児童の世帯の負担を軽減します。①児童居宅

介護 ②児童短期入所 ③心身障害児（者）生活サポー

ト事業 

福祉課 

障害児施設の利用 障害のある児童が、その障害に対応した施設に通所また

は入所して利用することにより、障害の更生を推進して

いきます。（施設例：知的障害児施設、肢体不自由児施

設、重度心身障害児施設その他） 

福祉課 

家庭児童相談事業（再掲） 家庭における適切な児童の養育と、養育に関連して発生
する児童の問題の解決を図るため、家庭児童の福祉に関

して、電話や来庁、また訪問により相談を受け指導を行

い、必要な場合は関係専門機関への紹介を行います。 

子育て支援課

障害児保育の充実 家庭において保育することができないと認められる、

集団保育が可能な障害児に対して積極的に保育を実施

します。また、受入保育園に対しては加配分の人件費を

対象に助成を実施し、障害児保育の充実を図ります。 

保育課 

特別支援教育の充実 発達障害児を含めた障害児等の適応指導や相談の実施、

特別な教育的ニーズに応じた指導を行えるように学校

の校内体制整備の支援を行うとともに、小・中学校にふ

れあいボランティア等を配置し、障害を抱える子どもへ

の支援を行います。 

学校教育課 

放課後児童健全育成事業の

充実（再掲） 

【目標事業量はP62】 

放課後児童クラブへの入所を希望する障害児の受入を

推進していきます。特別支援学校等に通学する障害児を

対象とした特別支援学校児童クラブには助成を行い、放

課後の児童の健全育成を図っていきます。 

子育て支援課

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

‐40‐ 

２ 親と子の健康確保及び増進 
 
 （１） 子どもや母親の健康の確保 
 
＜現状と課題＞ 
少子高齢化や核家族化、地域コミュニティーの希薄化等により、孤立した育児に

なりがちな現状があります。 
母親が、妊娠から出産、育児へと、安心・安定した状態で過ごすことができるよ

う、健康診査や健康相談、健康教育の他、個別対応態勢の充実等、きめ細かな対応

が望まれています。 

さらには、思春期保健も視野に、連携・協同を推進していくことが必要です。 
 
 
＜今後の取り組み＞ 
特に、夫婦共同で育児に向かえるような意識づくりや、発達について学べる育児

講座の開催など、ゆとりをもって養育にあたれるような支援体制を整えていきます。 
妊娠期から乳幼児期を通じた一貫した保健サービスの充実、及び子育て支援事業

等との連携調整により養育環境の充実に向けた取り組みを行ないます。 

 
■取組事業 

   ①子どもや母親の健康の確保                           
 事業名 取組事業内容 担当課 

乳幼児健康診査 「４か月児健康診査」、「１歳６か月児健康診査」、 
「３歳児健康診査」  乳幼児を対象に発育・発達状

況の確認と疾病の早期発見、健康の保持増進及び育児

不安等を持つ親への支援として実施します。受診後の

フォロー体制を整備していきます。 

健康推進課 

乳幼児健康相談 「10か月児健康相談」、「２歳児健康相談」、「すく

すく相談」、「電話相談」  保健師・看護師・栄養

士による個別相談や母子関係形成に向けての集団指

導を実施します。 

健康推進課 

乳幼児歯科健康診査・歯科健

康相談 

「１歳６か月児健康診査」、「２歳児健康相談」、「３

歳児健康診査」の際、同時に実施します。乳幼児の歯

科健診やブラッシング指導を個別、または集団指導の

形で行い健康の維持増進を図ります。また、フッ素塗

布の実施を検討していきます。 

健康推進課 

未熟児・新生児・乳幼児・妊

産婦訪問（再掲） 
出産後、育児不安の強い２か月位までの間に訪問を行

います（状況によってはその後も継続）。母の育児不

安の解消や乳児の発達・発育状況の確認により、以後

の健やかな成長への支援につなげます。 

健康推進課 
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 事業名 取組事業内容 担当課 
 両親学級 

「おや親タマゴ」 
妊娠・出産について学ぶことで安心してお産にのぞめ

るようにします。また、場の提供が友達づくりへの一

助となり、孤立した育児にならないよう支援していき

ます。 

健康推進課 

育児学級 
「コアラクラス」 

身体的にも精神的にも成長発達が著しい１歳～１歳

４カ月児を持つ保護者を対象に、からだやことば・心

の発達・子どもの成長に欠かせない食事などについて

情報を提供し、保護者の気づきや成長を促せるように

支援を行っていきます。 

健康推進課 

親子ふれあい広場「カンガル

ー広場」（再掲） 
０～２歳位までの乳幼児と保護者を中心に、育児不安

軽減のために育児相談、親同士の情報交換・友達づく

り・遊び場の提供など、孤立することなく楽しく育児

ができるよう、気軽に集まれる場として実施していき

ます。 

健康推進課 

妊婦健康診査 妊婦の健康管理の一環として、一般健康診査やHIV検

査の実施及び対象となる妊婦への超音波検査の実施

を進めていきます。 

健康推進課 

 
 
 
 
（２）「食育」の推進 

 
＜現状と課題＞ 
「食育」とは、子どもたちの健康を守り、健全で豊かな食生活を送るための能力

を育てようとするものです。近年の社会環境や生活様式の変化による偏食や欠食等

の食習慣の乱れは、「肥満」や「思春期やせ症」などの問題を引き起こし、子ども

の心と体の健康問題に関係することもあります。乳幼児期から望ましい食習慣を身

につけさせることは、その後の生涯にわたる食習慣の基盤になります。また、食を

通じた豊かな人間性の育成、家族関係づくりによる心身の健全な育成を図ることも

求められています。したがって、食習慣の形成時期である乳幼児期から、正しい食

教育を受けたり、さまざまな食体験を経験させることが大切です。 
 
 
＜今後の取り組み＞ 
引き続き、豊かな人間性の形成や心身の健全育成を図るため、乳幼児期から望ま

しい食習慣の定着を図っていきます。 
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■取組事業 
   ①「食育」の推進 
 事業名 取組事業内容 担当課 

保育所における「食育」の推

進 
保育所の食事・行事・日常の保育を通して、健康な心身

と望ましい食習慣を形成していきます。 
保育課 

学校教育における「食育」の

推進 
学校教育課程において給食指導や教科等を通して子ど

もたちに食と健康との関連を身に付けさせていきます。 
学校教育課 

 

 

 

 

（３）思春期保健対策の充実 
 

＜現状と課題＞ 
思春期は､ 子どもから大人へと変わっていく時期であり、身体面の著しい成長に 
比べ、精神面の成長が伴っていないために、様々な問題が生じやすい時期であること

から、 保護者をはじめとして周囲の人たちが、思春期の特性を十分理解して、子ど

もたちに接することが必要となります。 
また、近年思春期における性行動が活発化していることを背景に、人工妊娠中絶 
や性感染症罹患率が増える傾向にあります。さらに、未成年者の喫煙や飲酒、薬物の

使用、不規則な食習慣や過剰なダイエットなどで体の健康を害していることが問題に

なっています。 
これらの思春期の体や心の問題が､ 生涯の健康に影響するとも言われており、思 
春期において、生命の尊さ、性や性感染症予防、結婚から育児に至るまでの知識の正

しい普及と飲酒・喫煙・薬物に関する教育を充実するとともに、相談体制の確立が必

要です。 
 
 
＜今後の取り組み＞ 
引き続き、医師など保健関係者との連携により、健康づくりに関する基礎的な知

識と性・薬物等の問題に関する正しい知識の普及や心身の悩みに関する相談・支援

体制の充実を図り、心身の健康づくりを支援していきます。 
    

■取組事業 
   ①思春期保健対策の充実 
 事業名 取組事業内容 担当課 

薬物乱用防止教室事業 学校薬剤師、学校医、警察、保健所等の協力のもと、

児童生徒を対象とした薬物乱用防止教室を開催しま

す。 

学校教育課 

学校保健委員会事業 学校薬剤師、学校医等の協力のもと、学校保健委員会

を開催します。必要に応じて、児童生徒も参加して行

います。 

学校教育課 



 

 （４） 小児医療の充実
 
＜現状と課題＞ 
少子化が急速に進む中

どもを産み、健やかに育

確立は欠くことのできな

ります。 

小児医療において、地

です。平成２０年度に実

にかかりつけ医がいるこ

単に病気の診断や治療だ

もらうことができ、保護

また、子どもは急な体

く起こります。これに対

になります。保健センタ

開始しています。埼玉県

て、看護師が電話で相談

すが、平成２０年度のア

就学前児童の保護者は６

一層の周知をしていく必

子育て家庭の経済的負

が、平成２０年４月から

を実施し、平成２１年７

ます。 
 

かかりつけ医の有無 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：本庄市アンケート調査（

 
 
＜今後の取り組み＞ 
引き続き、小児医療体

であることから、小児医

また、地域医療体制及

92.6

7%

0.4%
（就学前児童保護者）

（回答数：703）

‐43‐ 

実 

中、子どもの健やかな成長を支援すると

育てることのできる環境づくりのためには

ないものですが、全国的に小児科医が減少

地域に密着し重要な役割を果たしているの

実施したアンケート調査によると、就学前

ことから、子どもが小さい頃から継続的に

だけでなく、子どもの発達や発育について

護者の安心にもつながります。 

体調の変化や突然のけがなど、救急の対応

対応するため、休日や夜間の救急医療の整

ター内の休日急患診療所では、平成１９年

県では急病のとき、家庭での対処方法や受

談に応じる小児救急電話相談（♯８００

アンケート調査では、知っていると回答し

６７.９％、小学生の保護者は４７.６％とな

必要があります。 

負担を軽減するために、子ども医療費支給

ら児玉郡市内の医療機関を対象に現物給付

７月から医療費の助成対象を中学校就学前

（平成20年度） 

体制は、安心して子どもを産み、健やかに

医療の充実・確保に努めます。 
及び救急医療体制の機能強化のため、各医

6%

いる

いない

無回答

11.9%

1.4
（小学生児童保護者

（回答数：573）

 

ともに、安心して子

は、小児医療体制の

少している状態にあ

のが、かかりつけ医

前児童では９割以上

に診てもらうことで、

て相談などにのって

応が必要な場合が多

整備及び充実が必要

年度より夜間診療も

受診の必要性につい

０）を実施していま

た保護者の割合は、

なっており、今後も、

給を実施しています

付（窓口払い無し）

前までに拡大してい

に育てるための基盤

医療機関等との連携

86.7%

4%

いる

いない

無回答

）
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   を強化し、救急・休日・夜間診療体制の整備などきめ細かな医療サービスの提供に

   努めます。 

 
■取組事業 

   ①小児医療の充実 
 事業名 取組事業内容 担当課 

子ども医療費支給事業 ０歳から中学校就学前までの児童のいる家庭に対して、

安心して医療を受けられるよう対象児童の医療費の助

成を実施します。 

保険課 

休日急患診療所運営事業 本庄市児玉郡医師会に委託し、休日の急患に対応するた

め保健センター内にて診療所を運営していきます。 
健康推進課 

在宅当番医制運営事業 本庄市児玉郡医師会に委託し、休日に診療を行う医療機

関を当番制により急患に対応していきます。 
健康推進課 

 第二次救急医療病院輪番制

運営事業 
比較的高度の医療を必要とする救急患者を受け入れる

病院を輪番制で運営します。 
健康推進課 

小児二次救急運営事業 熊谷、深谷、児玉の各救急医療圏が共同して救急患者を

受け入れる病院を輪番制で運営します。 
健康推進課 

小児救急医療後方支援事業 小児二次救急診療業務の空白日対応について、深谷市と

児玉郡市で協定を結び深谷赤十字病院及び熊谷総合病

院で実施していきます。 

健康推進課 
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３ 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 
 
（１） 次代の親の育成  

 

＜現状と課題＞ 

少子高齢化や核家族化、地域コミュニティーの希薄化の進展とともに、身近に赤

ちゃんが少なくなり、以前にも増して赤ちゃんや小さな子どもに接する機会がない

まま、親になる世代が増えています。    

     子どもの頃から地域の中で赤ちゃんや年下の子どもと出会い、ふれあう機会をも

つことによって、子育ての楽しさや子どもを産み育てることの意義、男女が協力し

て家庭を築くことの大切さを体験できるような取り組みを行なっていくとともに、

子育て支援グループが行なっている中高生を対象とした保育ボランティア体験活動

なども支援していく必要があります。  

    また、親の力を高め、親が親として成長するための「親の学習」を、平成２１年

度に作成している「本庄市親の学習手引書」と「本庄市親子手帳」に基づいて推進

し、将来親になるであろう世代の子どもたちの健やかな成長を図っていく必要があ

ります。  

 

＜今後の取り組み＞ 

児童センターなどで、社会体験活動を通して、乳幼児や年下の子どもとふれあう

ことにより、子どもを産み育てることの意義を考えたり、子育ての楽しさを体験で

きるような取り組みを行なっていきます。また、乳幼児とふれあう機会を広げるた

めの取り組みを子育て支援グループ等と協働し推進していきます。   

 

■取組事業 
①親の力の向上 

 事業名 取組事業内容 担当課 
親の学習推進事業 子育てしている親や将来親となる世代を対象に、親の力

を高め、親が親として成長するための「親の学習」を、

平成21年度に作成している「本庄市親の学習手引書」と

「本庄市親子手帳」に基づき推進します。 

生涯学習課 
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（２） 児童の健全育成   

 

＜現状と課題＞ 

学校が週５日制になり子どもの自由時間が増大する一方、少子化や核家族化の進

行、テレビゲームなどの広がりにより、外で元気に大人数で遊ぶ子どもの姿が少な

くなり、室内で少人数または一人で遊ぶ子どもが増加しています。このことにより、

友だちと遊ぶことによって培われる善悪の判断や公共のルール・マナーの習得、相

手を思いやる心などを育んでいく機会がなかなか持てず、忍耐力や自制心の欠如し

た子どもが増えていると言われています。      

  子どもは、子ども同士あるいは大人とのつながりの中で、それぞれの発達段階に

応じ様々な経験や体験をし、そのことが愛情や信頼感、思いやる心などを育てます。

このため、子どもたちが地域の中で自由に遊び、安全に過ごせる場の創造や様々な

体験ができる機会を提供する必要があります。  

  本市には、２か所に児童センターがあり、子どもが放課後や土曜日、夏休みなど

の長期休校期間に安全に、自由に遊ぶことのできる居場所として役割を果たしてい

るほか、いろいろなイベントも行っています。また、平成１９年度から２か所、２０

年度からさらに１か所、計３か所の市公共施設で、就学前の子ども連れ親子が集ま

り、交流や情報交換、子育て相談できる「つどいの広場」事業を行なっています。 

 さらに、子どもを健やかに育てていくためには、地域ぐるみで子どもを見守ること

が大切です。そのためには、子どもに関わる家庭、学校、地域の連携を強化し、地

域の子どもの問題や子育てについて情報を交換し、子どもが自由に安全に過ごせる

遊び場や居場所づくりを進めていく必要があります。      

 

 

＜今後の取り組み＞ 

子どもが自主的に参加し、自由に遊べ、安全に過ごすことのできる放課後や週末

等の居場所づくりを推進します。また、異年齢児や地域住民など年齢を超えて交流

できるようなイベントや行事の開催を積極的に推進し、人や文化にふれ合い人を思

いやる心を育てて行きます。  

つどいの広場の充実を図り、子育て相談や情報提供、仲間づくりを支援し、子育

て親子の孤立化の防止等を図っていきます。  

 

■取組事業 
①児童の健全育成 

 事業名 取組事業内容 担当課 
青少年健全育成事業 地域の青少年育成団体の活動を助成するとともに、本

庄市青少年育成市民会議を中心に、「青少年健全育成

のつどい」、「非行防止緊急パトロール」、「各種啓

発活動」等の実施や、インターネット・携帯電話、引

きこもりなど現代社会の新たな青少年問題に対応し

ます。 

生涯学習課 
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 事業名 取組事業内容 担当課 
家庭児童相談事業 

（再掲） 

家庭における適切な児童の養育と、養育に関連して発生

する児童の問題の解決を図るため、家庭児童の福祉に関

して、電話や来庁、また訪問により相談を受け指導を行

い、必要な場合は関係専門機関への紹介を行います。 

子育て支援課

児童センター運営事業 子どもたちに安全な遊びの場を提供し、健康及び体力の

増進、情操を豊かにすることを目的として、児童の健全

育成を図っていきます。また、つどいの広場や子育てサ

ロン等も開催されており、子育て支援の地域拠点として

の機能も果たしています。 

子育て支援課

つどいの広場事業（再掲） 

【目標事業量はP66】 

主に乳幼児（０歳～３歳）を持つ子育て中の親がうちと

けた雰囲気の中で気軽に集い、交流し、子育てに関する

情報交換や子育ての相談ができる場を提供します。 

子育て支援課

本庄市要保護児童対策地域

協議会（再掲） 

要保護児童の早期発見や適切な保護並びに児童及びそ

の家族への適切な支援を行なうため、福祉・保健・医療・

教育などの関係機関が連携して、必要な情報交換、支援

方法などを協議し児童の健全育成を図ります。 

子育て支援課

主任児童委員定例会議 児童福祉専門の担当として情報交換と研修等により資

質の向上に努め、児童委員の地域における活動への援

助・協力と関係機関との連絡・調整により、児童委員と

一体の活動を行います。 

福祉課 

本庄市民生委員・児童委員協

議会 

児童・母子福祉及び障害児者福祉の両部会を中心に各種

講演会、施設見学等を実施し、児童委員としての資質向

上を図り、地域における家庭・児童の健全育成の活動に

取り組みます。 

福祉課 

本庄市国際交流協会への補

助事業 

市民を主体とした幅広い分野における国際交流を推進

し、異文化の相互理解を深め、世界の人々の友好親善を

図るとともに、世界に開かれたまちづくりのために、市

民の国際認識や国際理解を高めていく取り組みを支援

しています。 

秘書広報課 

おはなし会 就学前児童親子や小学校低学年を対象に、図書館本館で

は毎月第２・４土曜日に、図書館児玉分館では毎月第２

土曜にボランティアと連携し児童の健全育成に役立つ

本の読み聞かせや本の紹介、紙芝居、パネルシアターを

実施します。 

図書館 

ビデオ上映会 就学前児童親子や小学校低学年を対象に、毎月第３土曜

日に世界や日本の名作ビデオの上映会を実施します。 

図書館 

子ども体験教室 市内の小学生を対象に各公民館で様々な体験教室を実

施します。また、夏休み時期にも「サマーチャレンジ」

として各公民館で様々な体験教室を実施します。 

生涯学習課 
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（３） 子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境等の整備  
 

＜現状と課題＞ 
学校は、子どもたちにとって、自分で課題を見つけ自ら学び､考え､主体的に判断

して問題を解決する資質や能力である「生きる力」と生命の尊さや他人を思いやる

「豊かな心」を育んでいく場です。そのためには、一人ひとりの個性を伸ばし、将

来責任ある社会人として自立するために必要な質の高い、魅力にあふれた教育を展

開することが必要です。  

一方、少子化や異世代間の交流が少なくなるなど遊び相手の減少等により、日常生

活において体を動かして遊ぶ機会が減少していること、現代社会における大人のライ

フスタルの変化が子どもに反映され、食事、睡眠などの基本的生活習慣が乱れてきて

いることなどから、子どもの体力の低下が危惧されています。本市では、生涯スポー

ツの促進ということで、市民一人１スポーツを目標に掲げており、子どもが生涯にわ

たって積極的にスポーツに親しむ習慣や意欲、能力を育成するため、優れた指導者の

育成、確保や、指導方法の工夫、改善等を進め、スポーツ環境の充実を図ることも重

要です。  

また、虐待やいじめ、少年非行等の問題行動や不登校に対応するために、平成１９

年度に学校及び関係機関等で要保護児童対策地域協議会を設置していますが、発生予

防及び早期発見、早期対応できるよう、協議会構成機関が連携を強化し効率的・効果

的な運営を行なっていくことが重要です。さらに、子どもに安全で豊かな学校環境を

提供するために、学校施設の整備を適切に行っていくことも必要となります。  

社会や経済のしくみが大きく変わっていく中で、学校教育に求められる役割も大き

く変化しており、幼稚園、保育所、小学校の連携を深め、家庭、地域とも連携し地域

に開かれた学校づくりと地域に根ざした特色ある学校づくりを進める必要がありま

す。また、子どもが安全に安心して教育を受けられるように、安全に関する教育や不

審者対応マニュアルを作成していますが、さらに、家庭、地域、学校が連携し一体と

なった安全管理体制の確立も必要になります。  

 

 

＜今後の取り組み＞ 
次代を担う子どもたちの実態を把握し、生きる力を育む学校教育の推進に向けて、

確かな学力と豊かな心の育成、体力向上や心身の健康の保持増進を推進していくため、

学校評議員制度等も活用し、家庭及び地域と学校との連携・協力を図りながら、学校

の教育環境等の整備と地域に根ざした特色ある学校づくりを引き続き推進していき

ます。  

 

■取組事業 
①確かな学力の向上 

 事業名 取組事業内容 担当課 
教育用コンピューターの整

備 

情報化の進展に対応した学習環境を整備するため、各

小・中学校の特別教室等のコンピューター等を整備し、

情報教育環境の充実を図ります。 

学校教育課 
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事業名 取組事業内容 担当課 
IT教育の充実 教職員研修を実施し実践的なIT活用指導力の向上を図

り、あらゆる教科でのIT活用を推進します。 

学校教育課 

学習サポート事業 ３５人以上の学級が、一定数以上ある小学校に学習支援

員を配置し、担任と協力し、授業のサポートを行ないま

す。 

学校教育課 

 

②豊かな心の育成 

 事業名 取組事業内容 担当課 
総合的な学習時間の支援 早稲田リサーチパークや社会福祉協議会との連携をは

かりながら、総合的な学習時間における福祉教育や環境

教育、国際理解教育等の分野において、小・中学校への

支援を行なっていきます。 

学校教育課 

中学生社会体験チャレンジ

事業 

生徒が地域の中で様々な社会体験活動（職場体験）を通

して、多くの人々とふれあい、学校では得られない経験

を積むことで、豊かな感性や社会性、自立心を養い、た

くましく豊かに生きる力を育みます。 

学校教育課 

地域ふれあい講演会 地域の多様な体験を持つ人の話を聞くことで、中学生に

豊かな心を育むとともに、広い意味でのキャリア教育を

行います。 

学校教育課 

こども環境教室 川の水生生物調査等を実施し、子どもたちに川などの現

状や汚れの原因を理解してもらい、排水対策など環境へ

の配慮を啓発します。 

環境推進課 

青少年平和学習事業 広島市または長崎市で開催される青少年平和学習会に

市内４中学校の代表男女各１名計８名を派遣し、核の恐

ろしさと戦争のもたらす悲劇を知るとともに、命の大切

さ、平和の尊さを学習します。 

秘書広報課 

中学生まちづくり議会 未来を担う中学生に市議会議場を開放し、市議会定例会

と同じ形式で中学生議員として本庄市のまちづくりに

対する考え方の発表や提案を行い、市政への関心と理解

を深めるとともに、市行政への市民参加意識の高揚を図

ります。 

秘書広報課 

ふれあい教室の充実 ふれあい教室では、不登校などの理由により長期間にわ

たり欠席している児童生徒に対し、個別指導により基礎

学力の補充をし、社会性を身に付けさせることにより、

再び登校できるよう支援していきます。 

学校教育課 
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③健やかな体の育成 

 事業名 取組事業内容 担当課 
定期健康診断事業 市内小中学校において、児童生徒の心とからだについ

て、健康観察、保健調査や健康診断等に基づく健康相

談などを通して、児童・生徒の健康の維持、増進に努

めます。 

学校教育課 

就学時健康診断事業（再掲） 小学校新一年生になる幼児を対象に、健康診断・知的

発達検査・ことばの検査等を実施し、その診断結果に

基づき、治療の勧告、助言等就学に関し適切な指導を

行います。 

学校教育課 

 

④信頼される学校づくり 

 事業名 取組事業内容 担当課 
学校評議員制度の導入 学校・家庭・地域が連携し開かれた学校を目指し、学

校評議員を設置しています。学校は、保護者や地域住

民、その他関係者の理解を深めるとともに連携及び協

力の推進を依頼しています。 

学校教育課 

 

⑤幼児教育の充実 

 事業名 取組事業内容 担当課 
私立幼稚園振興補助事業 私立幼稚園の設備整備に対し補助金を交付すること

により、子どもの教育環境の改善を図ります。また、

園児の健康診断に対する補助金を交付し保護者の負

担軽減を図っています。 

学校教育課 

私立幼稚園就園奨励費補助事

業 

子どもを幼稚園に通園させている家庭の所得に応じ

て保育料等の減免措置を行う園に対し、補助金を交付

し就園の促進を図ります。 

学校教育課 

 

 

 

 

（４） 家庭や地域の教育力の向上  
 

＜現状と課題＞ 
都市化や核家族化、少子化、地域社会とのつながりの希薄化など、家庭や家庭を

取り巻く社会情勢は大きく変化してきており、家庭の教育力の低下が指摘されてい

ます。    

     家庭教育とは、人が生活していく上での「生きる力」の基礎的な資質や能力を育成

するものであり、すべての教育の出発点と言えます。子どもが豊かな人間性を養い、

社会性の基礎を身につけ、心身ともに健全に成長をし、将来、社会で生活し、また、

親となり家庭生活を営んでいくためには、家庭での養育やしつけ、家族と共に過ごす
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時間が重要な役割を担っています。したがって、子どもが成長していく過程の中で、

子育てに必要な知識や意識が培われる家庭教育は必要不可欠なものであり、親子それ

ぞれが負担感を感じることなく、楽しく子育てしていけるような取り組みが必要です。

  また、子どもの年齢が上がるにつれ、子育てに関する保護者の悩みが多くなってく

ることから、子育てに関する各種情報等を盛り込んだ「本庄市親の学習手引書」の活

用の促進を図っていくとともに、子どもの発達段階に応じた家庭教育に関する学習機

会の提供や家庭教育に関して気軽に相談できる体制の整備も必要です。     

     さらに、子どもたちは、家庭や地域、学校など様々な所で様々な経験をし、心身と

もに健やかに成長していくことが望まれています。子どもが心豊かに成長していくた

めには、家庭・学校・地域が連携し、地域ぐるみで子どもを育てる、地域の教育力の

向上を図っていくことが大切です。  

 

 

＜今後の取り組み＞ 
家庭教育及び子育てに関する講演会等の開催を通して子育てに関する具体的な支

援方法の学習機会を充実するとともに、「親の学習手引書」の活用の推進を図り、家

庭における教育・子育て力の向上を支援していきます。 

      また、支援事業を通して親の意識改革を図り社会参加を促進し、家庭・学校・地域

との連携により、地域の教育力の充実を図ります。 

 

■取組事業 

①家庭教育への支援の充実 

 事業名 取組事業内容 担当課 
子育て支援講座開催事業 子育て支援団体と連携して主に乳幼児親子を対象に「子

育て講座」を開催し、子育ての楽しさを感じてもらった

り、仲間づくり等により子育ての不安や孤立感の軽減を

図ります。 

子育て支援課

本庄市立小学校ＰＴＡ家庭

教育学級 

市内公立小学校を会場に、主にＰＴＡ会員を対象として

各種の講座を開催するＰＴＡ家庭教育学級を実施し、生

涯学習と家庭教育を推進します。 

生涯学習課 

本庄市立中学校開放講座 市内公立中学校を生涯学習の場として開放し、地域の市

民を対象として学校の特色を生かしながら、各種の講座

を開催する中学校開放講座を実施し、生涯学習と家庭教

育を推進します。 

生涯学習課 

親の学習推進事業(再掲) 子育てしている親や将来親となる世代を対象に、親の力

を高め、親が親として成長するための「親の学習」を、

平成21年度に策定している「本庄市親の学習手引書」と

「本庄市親子手帳」に基づき推進します。 

生涯学習課 
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 事業名 取組事業内容 担当課 
青少年健全育成事業（再掲） 地域の青少年育成団体の活動を助成するとともに、本庄

市青少年育成市民会議を中心に、「青少年健全育成のつ

どい」、「非行防止緊急パトロール」、「各種啓発活動」

等の実施や、インターネット・携帯電話、引きこもりな

ど現代社会の新たな青少年問題に対応します。 

生涯学習課 

ブックスタート事業 保健センターで実施している９～１０か月児健康相談

時に「読み聞かせ」の説明や実演と推奨本の紹介をしま

す。ブックスタートパック（絵本と袋、ガイド等）の配

布により家庭における幼児の健全育成を図ります。 

図書館 

 

② 地域の教育力の向上 

 事業名 取組事業内容 担当課 
スポーツ・レクリエーション

教室の開催 

市民が求めるスポーツを振興するため、本庄市体育協

会、本庄市レクリエーション協会及び本庄市体育指導

員と連携を図り、子どもや初心者から参加できるスポ

ーツ教室を開催します。 

体育課 

スポーツ少年団の育成 少年たちの自由時間活動を、スポーツを中心とした活

動で青少年期における人間形成を主眼とし、健康なか

らだとこころを育てることを目的とするスポーツ少

年団の育成を図ります。 

体育課 

老人クラブ活動育成事業 市民のだれもが老後を健康でいきいき暮らせるよう

に、老人クラブ活動の育成・支援などを図り、この活

動の一環として子どもたちとの世代間交流を行いま

す。 

介護いきがい課

市民総合大学推進事業 市民総合大学で、子育てする親にも参加しやすい時間

や会場、環境を整えた生涯学習の場を提供するととも

に、子育て支援や次世代育成を推進する内容のプログ

ラムを実施します。 

生涯学習課 

 

 

 

 

（５） 子どもを取り巻く有害環境対策の推進  
 

＜現状と課題＞ 
次代を担う子どもたちが健全に成長していくことは誰もが望むことです。急激な

情報化の進展などにより、テレビやインターネット、携帯電話、また、一般書店や

コンビニエンスストア、レンタルビデオ店など身近な場所で様々な情報を入手する

ことができるようになりましたが、各種メディアが提供する情報等には有益なもの

も多い反面、行き過ぎた暴力・残虐表現や性描写等も含む有害情報も安易に得られ

るような環境にあります。このため、日常生活において子どもの人格形成に悪影響
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を及ぼすおそれがあることが指摘されていることから、何らかの規制を設けること

が求められています。     

インターネットや携帯電話等の健全な利用についての教育や有害図書等の調査や

子どもにとって有害となる施設への立ち入り制限、関係業界に自主的措置をとるよ

う働きかけはもとより、家庭、学校、地域社会、行政が連携し子どもが健全に育つ

環境づくりが必要です。 

 
 
＜今後の取り組み＞ 
インターネットや携帯電話など子どもを取り巻く問題に対応するための研修会や

勉強会を実施していくとともに、各種団体、組織及び警察等の関係機関との緊密な

連携を図り、より効率的・効果的な街頭巡回指導や広報活動に取り組み、子どもが

健全に成長していく上での安全で好ましい環境づくりを地域まちぐるみの活動とし

て推進していきます。 

 

■取組事業 

①子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

 事業名 取組事業内容 担当課 
青少年健全育成事業（再掲） 地域の青少年育成団体の活動を助成するとともに、本

庄市青少年育成市民会議を中心に、「青少年健全育成

のつどい」、「非行防止緊急パトロール」、「各種啓

発活動」等の実施や、インターネット・携帯電話、引

きこもりなど現代社会の新たな青少年問題に対応し

ます。 

生涯学習課 
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４ 安全・安心まちづくりの推進  
 

（１） 良質な住宅及び良好な居住環境の確保  
 

＜現状と課題＞ 
 住宅は健康・生活の基盤であり、かけがえのない空間です。近年、少子高齢化社

会の急速な進展、ライフスタイルや価値観及び家族形態などの多様化、さらには環

境問題の深刻化など社会環境が変化する中で、子育て世帯においては、子どもがの

びのびとゆとりを持って生活できる良質な住宅が求められています。また、居室内

における安全性を確保する観点から、有害な化学物質の発散を防止するためのシッ

クハウス対策措置が確実に履行されているか確認する検査の受検率の向上が求めら

れています。 

市では、本庄地域を対象とした「本庄市都市計画マスタープラン」により、子育

て家庭をはじめ市民が安全で安心して快適に住み続けられるような住宅地の形成を

進めています。今後は、児玉地域も含めた新たな「都市計画マスタープラン」を策

定し、住宅市街地の総合的な整備などにより、利便性の高い良好な居住環境の提供

を考えていく必要があります。本庄早稲田駅前周辺では、独立行政法人都市再生機

構による土地区画整理事業が実施されており、環境共生やユニバーサルデザイン等

に配慮した先進的で良好な居住環境の整備が進められています。 

また、子育て世帯が、生活にゆとりを感じながら暮らすためには、公園・緑地の

適切な配置や交通体系などを含めた快適・良好な居住環境が求められています。 

さらに、妊産婦や子どもたちが、安全で安心して快適に生活していく上で、現在

の社会にはさまざまな障壁（バリア）が存在します。道路、公園、公共交通機関、

公的建築物等において、バリアフリー化を進めていくことが重要です。 

 前期計画のアンケート調査で、子どもとの外出の際に困ることでは、「トイレが

オムツ替えや親子での利用に配慮されていない」、「授乳する場所や必要な設備が

ない」という回答が多かったことから、乳幼児連れの保護者が外出の際オムツ替え

や授乳に困った時、気軽に立ち寄ってもらい、その場所を提供する「赤ちゃんの駅」

を平成２１年５月から市公共施設や民間保育園、「まちの駅」など８７か所を対象

施設として実施していますが、事業の周知や対象施設の拡大を図っていく必要があ

ります。  

 

 

＜今後の取り組み＞ 
子育て世帯向けの良質な住宅整備、もしくは良質な賃貸住宅の供給に努め、また、

シックハウス対策の措置が確実に履行されているか確認する検査の受検率の向上を

図っていきます。  

 また、公園、緑地環境や道路などの整備を推進するとともに、「赤ちゃんの駅」

の事業の周知や対象施設の拡大を図り、子育てに優しい環境づくりに努めます。   

  

  



 
 

‐55‐ 

■取組事業 

①良質な住宅の確保 

 事業名 取組事業内容 担当課 
市営住宅運営事業 良質で低廉な市営住宅の供給を行います。 建築開発課 

 

②良好な居住環境の確保 

 事業名 取組事業内容 担当課 
シックハウス対策 化学物質（ホルムアルデヒド、クロルピリホス）による

室内空気汚染によって、衛生上の支障が生じないよう建

築材料及び換気設備について審査を行い、居住者の健

康、とりわけ影響を受けやすい子どもの健康被害を防止

します。 

建築開発課 

本庄市都市計画マスタープ

ランの推進 

「未来と田園が織りなす生活交流拠点の創造－くらし

イキイキ本庄だがね」を都市づくりのテーマとして、子

育て家庭をはじめ全ての市民が安心、安全、快適に住み

続けられる住宅地の形成を目指します。 

都市計画課 

公園整備事業 市民がうるおいのある居住環境の中で日常生活を送れ

るよう、また、子どもの安全な遊び場を確保するため、

公園の整備・充実を図ります。 

都市計画課 

公園・緑地維持管理事業 安全で快適な公園・緑地及び緑道の維持管理を行いま

す。 

都市計画課 

児玉都市計画事業 

児玉南土地区画整理事業 

児玉南土地区画整理地内において公共施設（道路や広

場、河川等。なお、公園は４か所計画）の整備改善及び

宅地の利用増進を図ることにより、健全な市街地の形成

を行います。 

都市計画課 

本庄早稲田駅周辺土地区画

整理事業 

市民の誰もが安全で安心な生活が送れるよう、施行者で

あるＵＲ都市機構に対し「ユニバーサルデザインに配慮

したまちづくり」の推進を要請するとともに、市として

これを支援します。 

拠点整備推進局

バリアフリー推進事業 歩道幅員の確保、段差の解消、障害物の除去など歩道の

バリアフリー化や公共施設のスロープの設置、段差の解

消などの推進を目指します。 

建設課 

施設管理担当課

赤ちゃんの駅事業 乳幼児を連れて外出した保護者が、オムツ交換や授乳に

困った時に気軽に立ち寄ってもらい、オムツ交換や授乳

場所、ミルクを作るお湯を、まち中の施設（駅）におい

て提供し、気軽に外出できるように子育て家庭をまちぐ

るみで応援します。 

子育て支援課
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（２） 子どもの交通安全を確保するための環境の整備と活動の推進 
 

＜現状と課題＞ 
  現代社会において、経済の発展に伴った車両の増加や交通マナーの低下、交通ル

ール違反などにより、その車両が起こす悲惨な交通事故の犠牲者もまた、後を絶ち

ません。 

 一方、違法駐車や自転車の放置、歩道の段差等が歩行者の通行の妨げになってお

り、歩行者空間の整備など誰もが安心して歩ける道路環境整備が求められています。 

 交通弱者である子どもや妊産婦などの交通安全を確保するためには、交通に関連

する機関・団体が連携を一層密にし、道路交通環境の整備、交通安全の教室や講習

会、啓発活動の実施、道路交通秩序の維持など、交通安全対策を総合的かつ計画的

に推進することが重要です。 

 具体的には、安全な道路交通環境の整備に当たっては、道路を利用する人の視点

をいかすことが重要であることから、地域住民や道路利用者等が日常感じている意

見を積極的に取り入れ、道路交通環境の整備に反映することが必要です。 

 また、子どもの交通安全を確保するため、交通安全教育に積極的に取り組み、子

ども一人ひとりに交通安全意識の普及を図り、交通ルールと正しい交通マナーの実

践を習慣付けるとともに、家庭においても交通安全についての話し合いを行うなど

して、警察、学校、自治会など関係団体と連携した地域で交通事故防止に向けた取

り組みを推進することが必要です。 

 チャイルドシートは、交通事故にあった場合の年少者を保護する装置として、そ

の被害軽減に効果があります。６歳末満の児童はチャイルドシートの着用が義務づ

けられていますが、子どもが嫌がるので使わないというケースもあります。しかし、

チャイルドシートの着用は、「義務づけされているか、いないか」という以前に子

どもの命にかかわることであり、親としての「責任」といえます。チャイルドシー

トの装着の促進を図っていくため、使用効果や正しい使用方法について普及啓発活

動を行う必要があります。 

 

 

＜今後の取り組み＞ 
  子どもや子ども連れの親子等が、安全で安心して通行することができるよう交通

安全施設など道路交通環境の整備に取り組んでいくとともに、学校・家庭・地域で

の交通安全教育を推進し、警察、幼稚園、保育所、学校、関係団体等との連携・協

力体制のもと、交通安全を確保するため総合的な交通事故防止対策を推進します。  

 

■取組事業 

① 交通安全教育の推進 

 事業名 取組事業内容 担当課 
交通指導員の配置 主に児童の登校時の交通安全を図るため、朝の通学路

での交通指導を行う交通指導員を配置します。 

まちづくり課
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 事業名 取組事業内容 担当課 
交通安全教室の実施 児童を交通事故から守るため、小学生及び就学予定の

児童を対象に歩行の仕方、自転車の乗り方・ヘルメッ

トの着用等を各小学校や保育所、幼稚園を巡回して、

交通安全教室を実施します。 

まちづくり課

交通安全推進団体への交付金

の交付 

交通安全対策協議会・交通安全母の会に対し交付金を

交付し、交通安全対策事業等を推進します。 

まちづくり課

チャイルドシート装着・普及

促進 

チャイルドシートの重要性を呼びかけ装着の促進を

図るため、街頭での啓発活動等を実施します。 

まちづくり課

 

② 安全な交通環境づくり 

 事業名 取組事業内容 担当課 
バリアフリー推進事業（再掲） 歩道幅員の確保、段差の解消、障害物の除去など歩道

のバリアフリー化や公共施設のスロープの設置、段差

の解消などの推進を検討していきます。 

建設課 

施設管理担当課

放置自転車対策の推進 駅周辺や歩道上の放置自転車の防止及び撤去を行い、

安全な交通環境を保ちます。 

環境推進課 

交通安全施設設置事業 道路照明灯・道路反射鏡・区画線・ガードレール等の

整備を行い、交通事故の防止を図ります。また、市民

から寄せられた信号機の設置、速度抑止施策の実施な

どをとりまとめ、警察へ要望します。 

まちづくり課

道路改良事業 狭隘道路や生活道路について、年次計画を立てて用地

買収を行い、側溝等を整備し拡幅工事を行うことによ

り、通行の安全を図ります。 

建設課 

道路舗装事業 幹線道路の安全性を確保することや生活道路の舗装

を行うことにより、通行の安全を図ります。 

建設課 

側溝改良事業 雨水対策として、低地の浸水等を防ぐために側溝、雨

水排水管等の整備を図り、結果として安全な交通環境

づくりを図ります。 

建設課 

 

 

 

 

（３） 子どもを犯罪等の被害から守るための環境の整備と活動の推進  
 

＜現状と課題＞ 
子どもが日常生活のなかで被害者となる連れ去りや性的いたずらなどの犯罪に巻

き込まれる事件が年々増え続けています。子どもを犯罪から守るには、保護者の配

慮はもちろん、子ども自らが「自分の身は自分で守る」ことを意識し防犯の習慣を

身につけさせること、地域ぐるみでの協力体制、犯罪防止に配慮した環境設計が必

要になります。  

市では、ＰＴＡや地域住民、学校等関係機関と協力して、子どもが犯罪から逃れ
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るための緊急避難場所としての「子ども１１０番の家」の設置やパトロール、児童

生徒への防犯ブザーの貸与、学校においては不審者対応マニュアル等の作成を行な

っていますが、今後もさらに犯罪の抑止に努めていく必要があります。  

また、人形劇や寸劇を通して、子ども自身が犯罪から身を守ることを学ぶＣＡＰ

（Ｃｈｉｌｄ Ａｓｓａｕｌｔ Ｐｒｅｖｅｎｔｉｏｎ）プログラム の活用につい

て、学校や保育園、幼稚園等と検討していくことも必要です。  

さらに、「暗い通りや見通しのきかないところが多く、子どもが犯罪の被害にあ

わないか心配」との声も多く聞かれており、防犯灯の整備等も重要課題としてあげ

られます。 

 

＜今後の取り組み＞ 
すべての子どもたちが犯罪等の被害に遭わないようなまちづくりを推進するため、

道路、公園等の公共施設について、犯罪の防止に配慮した環境設計を行います。    

また、子どもを犯罪の被害から守るためには、子ども自らが「自分の身は自分で

守る」ことを意識し防犯の習慣を身につけさせることも必要なことから、ＣＡＰプ

ログラム等の学習機会の推進を検討し、また、自主防犯活動を推進するとともに、

学校と家庭はもちろんのこと地域社会、関係機関等と連携したパトロールや講習会、

啓発活動などの防犯の取り組みを強化します。   

 

■取組事業 

① 子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進 

 事業名 取組事業内容 担当課 
保護者・地域との連携による

防犯活動の推進 

保護者、ＰＴＡ、地域住民、学校、警察などが連携・

協力して「子ども１１０番の家設置」や 「通学路、

学校付近のパトロ－ル活動」を行い、防犯活動を推進

します。 

学校教育課 

不審者対応マニュアルによる

犯罪被害の防止  

児童生徒の安全を確保するため、各学校で不審者対応

マニュアル、危機管理マニュアル等を作成しており、

これらのマニュアルをもとに研修を行ない、犯罪被害

の防止に努めます。 

学校教育課 

防犯体制の充実 警察署をはじめとする関係機関と連携して防犯活動

を推進し、安全で安心なまちづくりをすすめることに

より、子ども等市民を犯罪から守ります。 

まちづくり課

市民による防犯活動の推進 子どもをはじめ市民が安全で安心に住むことができ

るまちづくりのため、市民が行う防犯パトロールや防

犯に関する普及啓発活動等を支援します。 

まちづくり課

防犯灯設置事業の推進 夜間における子ども等への犯罪の防止及び通行の安

全を図るため、防犯灯の設置を推進します。 

まちづくり課

ＣＡＰ事業の推進 人形劇や寸劇を通して、いじめや連れ去りなどの犯罪

から自ら身を守ることを学ぶＣＡＰプログラムの活

用について、学校や幼稚園、保育園などの関係機関と

連携し検討していきます。 

子育て支援課
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（４） 被害に遭った子どもの保護の推進  
 

＜現状と課題＞ 
  子どもが虐待や犯罪、いじめなどに遭わないよう未然に防止していくためは、 子

ども自らが「自分の身は自分で守る」ことを意識し被害防止の習慣を身につけてい

くことや学校と家庭はもちろんのこと地域社会、関係機関等と連携した被害防止の

取り組みが重要であります。しかし、不幸にも被害に遭ってしまった時、身体への

直接的な被害ばかりではなく、精神的にも大きな心の傷も受け、その後の成長に極

めて重大な影響を与える場合があります。また、保護者も、子どもが受けた身体や

心の傷に対し、どうしたらよいのか分からないといったケースも実在すると考えら

れます。  

       被害を受けた子どもが立ち直れるよう支援するため、子どもに対するケアやカウ

ンセリング、保護者に対する助言等、関係機関との連携を強化し、事件発生から立

ち直りに至るまで一貫して支援できる体制づくりが課題になります。また、適切な

助言やカウンセリングを実施できるようにするため、対応する職員の資質の向上が

必要になります。  

 

 

＜今後の取り組み＞ 
  犯罪やいじめ、児童虐待等により被害を受けた子どもの精神的ダメージを軽減し、

立ち直りを支援するためのカウンセリングや保護者が抱える問題に対する助言など、

関係機関との連携により相談体制を強化充実し、きめ細かな支援を実施します。  

 

■取組事業 

① 被害に遭った子どもの保護の推進 

 事業名 取組事業内容 担当課 
要保護児童対策地域協議会

（再掲） 

要保護児童の早期発見や適切な保護並びに児童及び

その家族への適切な支援を行なうため、福祉・保健・

医療・教育などの関係機関が連携して、必要な情報交

換、支援方法などを協議し児童の健全育成を図りま

す。 

子育て支援課

家庭児童相談事業（再掲） 家庭における適切な児童の養育と、養育に関連して発

生する児童の問題の解決を図るため、家庭児童の福祉

に関して、電話や来庁、また訪問により相談を受け指

導を行い、必要な場合は関係専門機関への紹介を行い

ます。 

子育て支援課
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特定保育サービスに係る前期計画進捗状況と後期計画目標事業量 
特定保育サービスは、国が全国共通で目標設定するべきとした事業で、目標事業量等は

以下のとおりです。なお後期目標事業量（平成26年度）の設定に当たっては、人口推計や

ニーズ調査、保育サービスの現状等を考慮した上で定めました。 

 

１ 通常保育事業 
保護者が就労又は疾病などにより家庭において保育することができない子どもを、午

前７時30分から午後６時30分（保育所により時間は、前後します）までの11時間、保

育所で保育を行います。 

    本市では、平成２１年度現在、21園で保育を実施しており定員は1,875人となってい

ます。平成20年度末の入所数は2,142人で定員の弾力化を図っており待機児童はいませ

ん。 

また、平成20年度のアンケート調査によるニーズでは、低年齢児の利用希望は増加し

ていますが、全体では少子化により減少見込みとなっています。 

平成26年度目標事業量（受入可能数）は、公立と私立合わせて、前期目標事業量の体

制を継続し、待機児童の解消に努めるとともに、低年齢児の受入促進も図っていきます。 
 
 前期計画目標事業量

（平成21年度） 

前期計画スタート時 

（平成17年度） 
平成2０年度実績 平成26年度 

目標事業量 
22か所 

2,205人 

22か所 

2,204人 

2１か所 

２,142人 

2,２0５人 

（うち3歳未満：900人）

＊平成17年度：22か所…………………………………公立７、私立15 

 平成2０年度：21か所（公立休所１か所除く）……公立６、私立15 

＊「前期計画スタート時」は合併後の実績です（以下同じ） 

 

 
２ 特定保育事業 
    保護者がパートタイム等の就労により保育が困難な場合に、週２、３日程度又 

   は午前か午後のみなどの柔軟な保育を行います。 

平成21年４月より、私立保育園１園において開始しているため、平成26年度目

標事業量は、現状の体制を継続していきます。 

 

 前期計画目標事業量

（平成21年度） 

前期計画スタート時 

(平成17年度末実績)

平成2１年度実績（予定） 平成26年度 

目標事業量 
１か所 

５人 

0か所 １か所 

5人 

1か所 

5人 

  

 

第４章 目標事業量の進捗状況と設定 
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３  延長保育事業  
通常の開所時間を前後30分以上延長して保育を行う事業です。 

 延長保育事業は、保護者の就労支援のため実施園の拡大を図り、平成26年度までに1

5園の実施を目指します。また、今後のニーズにより延長時間を検討していきます。 

                              （単位：人／日） 

 前期計画目標事業量

（平成21年度） 

前期計画スタート時 

（平成17年度実績）

平成2０年度実績 平成26年度 

目標事業量 
13か所 

379人 

13か所 

97人 

13か所 

163人 

15か所 

293人 

  ＊17年度から20年度の実績は、前期計画目標事業量を下回ったため、後期目標事業量は

平成20年度アンケートによるニーズから定めました。 

 

 

４ 夜間保育事業 
保育園において通常の延長時間を超えて午後10時頃まで保育を行う事業です。 

    前期計画では目標事業量は定めていませんでした。 

平成20年度のアンケート調査で若干ニーズはありましたが、これについては、フ

ァミリー・サポート・センターで対応を図りながら、今後もニーズに応じ検討をし

ていきます。 

 

 前期計画目標事業量

（平成21年度） 

前期計画スタート時 

（平成17年度実績）

平成2０年度実績 平成26年度 

目標事業量 
―  － － － 

 

 

５  トワイライトステイ事業 
児童養護施設などにおいて、保護者の帰宅が仕事などにより夜間になる場合一時

的に預かる事業です。 

    前期計画では目標事業量は定めていませんでした。 

トワイライトステイ事業は、平成20年度のアンケート調査でニーズはなかったた

め、今後のニーズの状況をみながら検討していきます。 

 

 前期計画目標事業量

（平成21年度） 

前期計画スタート時 

（平成17年度実績）

平成2０年度実績 平成26年度 

目標事業量 
―  － － － 

 

 
６  休日保育事業 

日曜、祝日勤務などの保護者のために、保育所において休日に保育を行います。 

前期計画では、１か所の実施を計画していましたが、現在実施に至っていません。 

 平成20年度のアンケート調査においてもニーズが少ないため、今後のニーズの状況を
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みながら検討していきます。 

 

 前期計画目標事業量

（平成21年度） 

前期計画スタート時 

（平成17年度実績）

平成2０年度実績 平成26年度 

目標事業量 
１か所 

５人 

0か所 0か所 １か所 

１０人 

 
 
７  病児・病後児保育事業 

保育園の専用スペースにおいて、疾病回復期で集団保育が困難な子どもを一時的

に保育します。 

現在、公立の千代田保育所を別の場所に建替え、平成22年4月より、いずみ保

育所として開所し病後児保育を実施します。 

 

 前期計画目標事業量

（平成21年度） 

前期計画スタート時 

（平成17年度実績）

平成2０年度実績 平成26年度 

目標事業量 
１か所 

５人 

0か所 0か所 １か所 

600日 

  ＊後期計画の目標事業量（平成26年度）は、延べ利用日数で定めました。 

 
 
８  放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

保護者が仕事などにより昼間家庭にいない小学生を、放課後や夏休みなどに放課後児

童クラブで保育します。 
    現状では、施設の拡充を図ってきた結果、一部小学校区を除き受入体制は整備さ

れてきましたが、入室希望児童数は増加傾向にあり、今後、保育環境・適正規模等

を考慮し定員の見直しや、施設の拡充により受入枠の拡大を図ります。 

 

 前期計画目標事業量

（平成21年度） 

前期計画スタート時 

（平成17年度実績）

平成2０年度実績 平成26年度 

目標事業量 
１６か所 

605人 

11か所 

461人 

15か所 

651人 

16か所 

720人 

  ＊平成17年度：11か所（公設公営２、民設民営９（委託）） 

   平成20年度：15か所（公設公営４、民設民営１１（委託）） 

  ＊実績人数は各児童クラブ月平均受入児童数の総計。 

 
９  一時預かり（一時保育）事業 

保護者の買い物やリフレッシュ、冠婚葬祭、急な用事などのため、一時的に保育

園等で子どもを預かります。 

本市では、平成19年度から７か所で実施していましたが、平成21年度より１園

が特定保育事業へ移行したため、6か所となっています。平成26年度までに7か所
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の実施を目指します。 

 
 前期計画目標事業量

（平成21年度） 

前期計画スタート時 

（平成17年度実績）

平成2０年度実績 平成26年度 

目標事業量 
6か所 

定員59人 

６か所 

定員42人 

7か所 

定員49人 

7か所 

3,600日 

  ＊後期計画の目標事業量（平成26年度）は、延べ利用日数で定めました。 

  ＊延べ利用児童数：平成17年度 2,088人（日）、平成20年度 2,270人（日） 

 
 
10  地域子育て支援拠点事業 

乳児または幼児及びその保護者が気軽に相互交流できる場や子育てについての相

   談、情報提供、子育てサークルへの支援など地域の子育て家庭に対する育児支援を

   行います。 

センター型（子育て支援センター）は、平成17年度から５か所で実施していました

が、平成21年度1か所が取りやめ4か所となっています。 

平成20年度のアンケート調査では「子育て支援センター、つどいの広場」を今後利

用したいと回答した人は47.5％と高い値となっており、地域における子育て支援の強

化のため、新たに、いずみ保育所で、平成22年4月より実施します。 

ひろば型は、平成18年に前原・日の出児童センター、平成19年に児玉総合支所子

育て支援室に整備しており、今後も機能の充実を進めていきます。 

 
  

 

前期計画目標事業量 

（平成21年度） 

前期計画スタート時

（平成17年度実績）

平成2０年度実績 平成26年度 

目標事業量 
センター型 ６か所 ５か所 ５か所 ５か所 

ひろば型 2か所 0か所 3か所 3か所 

   

 
11  ファミリー・サポート・センター事業 

保育などの援助を受けたい人と援助できる人を会員とする相互援助活動組織により、保

育所、学童保育所などの開始前、終了後に子どもを預かったり、送迎したり、又は保護者

の外出などのときの一時的な預かりなどの育児について助け合いを行います。 
   平成18年度から事業を開始し、利用時間は午前6時～午後9時、休日も援助活動を

行っており、会員数、活動件数も年々増加しています。 

   平成20年度のアンケート調査での、ファミリー・サポート・センターの認知度につ

いては、就学前児童の保護者で49.6％、小学生児童の保護者で38.2％であり、また

今後「利用したい」と回答した人は35.6％（就学前児童保護者）、24.1％（小学生

保護者）となっています。 

   今後も、さまざまな機会をとらえＰＲを行い、円滑な事業運営のため、育児を支援

する提供会員の増員を図り、実施体制の充実に努めていきます。 
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 前期計画目標事業量

（平成21年度） 

前期計画スタート時 

（平成17年度実績）

平成2０年度実績 平成26年度 

目標事業量 
1か所 0か所 1か所 1か所 

 
 

ファミリー・サポート・センター利用状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  資料：子育て支援課 
 
12  短期入所生活援助事業（ショートステイ） 

保護者が病気になった場合などに児童養護施設などにおいて児童を短期間（７日間程

度）預かります。 

前期計画では、目標事業量は定めていませんでしたが、平成20年度のアンケー

ト調査で、「保護者の用事などにより子どもを泊まりがけで家族以外に預けなけれ

ばならなかったことがあった」と回答した人の割合は、就学前児童の保護者で12.

1％で、このうち約9割の人が親族や知人に預けています。また、「預けることに

非常に困難」と感じている人は、5.3％となっており、今後、市内及び近隣市町施

設へ委託して実施を目指します。 

 
 前期計画目標事業量

（平成21年度） 

前期計画スタート時 

（平成17年度実績）

平成2０年度実績 平成26年度 

目標事業量 
― － － 3か所 
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１ 連携体制の確立 

（１）地域との連携 

市民一人ひとりが子どもや子育てへの関心を持ち、地域社会の中で積極的

に子育てに参画できる機会をつくるため、各種広報紙や子育て情報誌などを

活用し、住民に対する子育て関連情報の提供と意見収集に努めます。 

また、住民と行政との協働による施策の推進を図るため、自治会や住民団

体等との連携の強化を図り、近所が互いに助け合い、地域ぐるみで子育てを

支援するという風土を築きます。 

（２）企業との連携 

企業や商工会議所・商工会との連携を促進し、企業が子育て支援に取り組

み、仕事と家庭生活を両立できるよう、育児休業制度の定着、労働時間の短

縮や弾力化と妊産婦の健康管理など、就労に関する環境の整備を啓発します。 

（３）関係機関との連携 

本計画の実現を目指し、地域や企業の理解のもと国・県、他市町村、関係

機関と連携を図り、情報提供やイベントの共同開催など効果的な子育て支援

ができるようにします。 

  

第５章 計画の推進について 
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２ 計画の進行管理 
本計画の進行状況の管理及び実施状況の点検評価については、子育て支援課

が中心となり住民の参加による子育て支援施策評価機関を設置し、定期的にア

ンケート等を行い、また、住民からの子育て支援施策についての意見や要望を

聞き、事業の実施状況並びに進捗状況を確認、評価していく体制をつくります。 

さらに、アンケート等では把握しきれない詳細部分については、随時聞き取

り調査などにより点検、評価を行います。 

計画の進行状況や点検評価の結果については、市の広報紙、ホームページ等

により広く住民に周知を図ります。 

住民満足の向上のため、「計画⇒実施⇒検証評価⇒改善（Ｐｌａｎ・Ｄｏ・

Ｃｈｅｃｋ・Ａｃｔｉｏｎ）」のすべての段階に住民が参加し、住民とともに

継続的に、柔軟に実施していくことで、住民満足の向上を図ります。 

＜点検・評価の手順＞ 

Ｄｏ 

実施 

Ａｃｔｉｏｎ

改 善 

Ｃｈｅｃｋ 
 

Ｐlan 

計 画 検証・評価 

効率的な戦略展開 

住民ニーズの 
理解・対応 

プロセスや仕組み 
そのものの改善 

結果を把握 
成果を評価 

住民満足の向上 
継続的改善 
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１ 計画策定経過 
  

 年 月 日 会  議  等 

平成21年 1月 本庄市次世代育成支援に関するアンケート調査実施 
～ 2月 

平成21年11月12日 第１回本庄市次世代育成支援行動計画策定庁内検討会議 
・次世代育成支援対策推進法及び行動計画について 
・策定スケジュールについて 
・後期計画にアンケート係る調査結果について 

・アンケート調査結果にもとづく推計ニーズ量及び定量的目標数値

について 
平成21年12月24日 第１回本庄市次世代育成支援行動計画策定委員会 

・次世代育成支援対策推進法及び行動計画について 
・策定スケジュールについて 
・後期計画に係るアンケート調査結果について 
・アンケート調査結果にもとづく推計ニーズ量及び定量的目標数値

について 

 ・計画素案の検討について 

平成21年12月28日 第２回本庄市次世代育成支援行動計画策定庁内検討会議 
 ・後期計画素案の具体的な施策の確認等について 

平成22年 1月 8日 第２回本庄市次世代育成支援行動計画策定委員会 
  ・後期計画素案について 

平成22年 1月 市全職員へ後期計画素案に対する意見等聴取 

平成22年 2月16日 後期計画素案へのパブリックコメント実施 

 ～ 3月17日 

平成22年 3月23日 第３回本庄市次世代育成支援行動計画策定委員会 
 ・パブリックコメント結果について 

 ・後期計画原案の承認 
 

 
  

資料編 
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２ 本庄市次世代育成支援行動計画（後期計画）策定 
委員会規約                             

      （平成２１年１０月２１日本庄市健康福祉部長決裁） 
（設置） 

第１条 次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）第８条に規定する次世代育成支援

対策の実施に関する計画（以下「後期行動計画」という。）を策定するにあたり、次世代育成に関

係する機関の関係者等により必要な事項を審議するため、本庄市次世代育成支援行動計画（後期計

画）策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に揚げる事項について審議する。 

 （１）後期行動計画の基本方針に関すること。 

 （２）後期行動計画の原案に関すること。 

 （２）その他、後期行動計画の策定に必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員２１人以内をもって組織する。 

２ 委員の任期は、平成２１年１１月１６日から平成２２年３月３１日までとする。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長各１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、委員会の会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（庁内検討会議） 

第５条 委員会の事務を補佐するため、庁内関係部局の職員で構成する本庄市次世代育成支援行動計

画（後期計画）策定庁内検討会議（以下「検討会議」）を設置する。 

２ 検討会議の運営に必要な事項は、別に定める。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の 決するところによる。 

３ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め 意見若しくは説明を

聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（費用弁償等） 

第７条 委員及び委員以外の出席者は、無報酬とする。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、健康福祉部子育て支援課において処理する。 

（委任） 

第９条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

   附 則 

１ この規約は、平成２１年１０月２１日から施行する。 

２ この規約は、平成２２年３月３１日にその効力を失う。 
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３ 本庄市次世代育成支援行動計画(後期計画)策定委員会 
委員名簿           

     

  選出団体・機関 被推薦委員氏名 

1 
 一般市民 

樋 口  芳 江  

2 田 邊  晶 子  

 ●地域活動団体   

3  本庄市 PTA連合会 古  川    純  子 

4  本庄市自治会連合会 高 野  始 

 ●労働関係   

5  事業主 （株式会社株 ロンド) 白 川  多 壽 子  

6  労働者  （連合埼玉本庄児玉郡市地域協議会） 内 田  豊 

 ●各種関係機関   

7  埼玉県熊谷児童相談所            斉 藤  誠 

8  埼玉県児玉福祉保健総合センター 吉 田  茂 

9  埼玉県警本庄警察署 坂 田  浩 

10  埼玉県警児玉警察署 新 井  道 夫 

11  本庄市児玉郡医師会  木 村  臣 良 

12  本庄市民生委員児童委員協議会 ○芝 﨑  茂 

13  本庄市青少年問題協議会 ◎河  田  重 次 

14  本庄市私立保育園長会 間 庭  誠 一 

15  本庄市私立幼稚園協会 岩 田  龍 司 

16  市内民間学童クラブ施設代表 新 島  善 弘 

17  本庄市小中学校校長会 田 村  純 夫 

18  本庄市社会福祉協議会 飯 島  康 則 

 ●市   

19  企画財政部長 大 墳  俊 一 

20  健康福祉部長 清 水  満 

21  教育委員会事務局長  腰 塚  修 

    ◎委員長  ○副委員長 
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４ 本庄市次世代育成支援行動計画(後期計画）策定庁内 
検討会議規約    

                 （平成２１年１０月２１日本庄市健康福祉部長決裁） 

 （設置） 

第１条 次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）第８条に規定する次世代育成支援

対策の実施に関する計画（以下「後期行動計画」という。） を策定にあたり、庁内の関係部局の

職員により必要な事項を検討するため、本庄市次世代育成支援行動計画（後期計画）策定庁内検討

会議（以下「庁内会議」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 庁内会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

 （１）後期行動計画の基本方針に関すること。 

 （２）後期行動計画の案に関すること。 

 （３）その他後期行動計画の策定に必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 庁内会議は、別表に掲げる所属部署より各１名の委員をもって組織する。 

２ 委員長は、健康福祉部長とし、庁内会議を総括する。 

３ 副委員長は、健康福祉部子育て支援課長とし、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その

職務を代理する。 

（会議） 

第４条 庁内会議の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させることができる。 

（庶務） 

第５条 庁内会議の庶務は、健康福祉部子育て支援課において処理する。 

（委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

   附 則 

１ この規約は、平成２１年１０月２１日から施行する。 

２ この規約は、平成２２年３月３１日にその効力を失う。   

 

別表（第３条） 

区 分 所 属 部 署 

委 員 

 

健康福祉部 

健康福祉部子育て支援課 

企画財政部秘書広報課 

企画財政部企画課 

企画財政部財政課 

企画財政部人権推進課 

総務部まちづくり課 

健康福祉部福祉課 

健康福祉部保育課 

健康福祉部健康推進課 

健康福祉部保険課 

経済環境部環境推進課 

経済環境部商工課 

都市整備部建設課  

都市整備部都市計画課 

都市整備部建築開発課 

教育委員会事務局学校教育課

教育委員会事務局生涯学習課

教育委員会事務局体育課 

教育委員会事務局図書館 
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５ 本庄市次世代育成支援行動計画(後期計画)策定庁内 
検討会議委員名簿            

 
     部  課  名  （職名） 委員名 

 健康福祉部  部  長 清 水  満 

 健康福祉部子育て支援課  課  長 桜 場  幸 男 

  企画財政部秘書広報課   課長補佐 中 田  啓 一 

  企画財政部企画課  主  事 橋 爪  里 佳 

  企画財政部財政課  課長補佐 大 屋  正 信 

  企画財政部人権推進課  係  長 矢 嶋  宏 人 

 総務部まちづくり課  課長補佐 松 田  芳 幸 

 健康福祉部福祉課  課長補佐 上 野  良 一 

 健康福祉部保育課  課長補佐 福 島  保 雄 

 健康福祉部健康推進課  主  査 津久井   美  保 

 健康福祉部保険課  主  査 渡  辺  幸 子 

 経済環境部環境推進課  主  任 高  橋  秀 子 

 経済環境部商工課  課長補佐 中 沢  智 子 

 都市整備部建設課  主  査 岩 井  孝 則 

 都市整備部都市計画課  主  査 吉 野  光 好 

 都市整備部建築開発課  係  長 金 井   優 

 教育委員会事務局学校教育課  課長補佐 田 中  博 子 

 教育委員会事務局生涯学習課  課長補佐 須 賀  正 樹 

 教育委員会事務局体育課  課長補佐 根 岸  誠 

 教育委員会事務局図書館  主  査 森 裕  一 
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